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令和７年度予算審査特別委員会（第３回） 

 

令和７年３月７日（金曜日）午前１０時００分   

   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○付託案件 

 議案第 ８号 令和７年度七飯町一般会計予算 

 議案第 ９号 令和７年度七飯町国民健康保険特別会計予算 

 議案第１０号 令和７年度七飯町後期高齢者医療特別会計予算 

 議案第１１号 令和７年度七飯町介護保険特別会計予算 

 議案第１２号 令和７年度七飯町水道事業会計予算 

 議案第１３号 令和７年度七飯町下水道事業会計予算 

  １．各課の聴取について 

  ２．その他 

   ───────────────────────────────────────── 

○出席委員（１３名） 
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   委  員   川 村 主 税 

   ───────────────────────────────────────── 
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○議長出席の有無   無 

   ───────────────────────────────────────── 

○出席説明員（９名） 

   統 括 監 
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   議 会 事 務 局 長  広 部 美 幸 

   ───────────────────────────────────────── 

○本会議の書記 

   事 務 局 長  広 部 美 幸     書 記  山 本 翔 大 

   書 記  伊 東 宏 樹 
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午前１０時００分 開議 

○上野委員長 おはようございます。 

 ただいまより、令和７年度予算審査特別委員会

第３回目の委員会を開催いたします。 

 初めに、議会事務局の審査を行いますので、よ

ろしくお願いします。 

 それでは、事務局長、予算書及び提出資料に基

づき、説明をお願いいたします。 

○広部事務局長 おはようございます。 

 それでは、議会事務局で提出しております資料

について、御説明申し上げます。 

 ナンバー１、事業予算名は議会費です。本年度

予算額９,９６２万５,０００円、前年度予算額は

９,５１８万５,０００円、４４４万円の増となっ

ております。増額の主な理由でございますが、本

年度は行政視察を行う年度でありますので、旅費

が増加したことと、議会のＩＣＴを推進するため

タブレット端末を導入し、それに伴う経費を計上

しているため増額となってございます。 

 次のページをお開き願います。 

 ナンバー２、事業予算名、庁舎議場改修事業費

です。本年度予算額５７万２,０００円、前年度

予算額は１４２万８,０００円、８５万６,０００

円の減となっております。昨年度は、議場椅子撤

去工事を行いましたが、今年度は議場の議員席に

電源設備を設置するための予算を計上しておりま

す。 

 次に、ナンバー３、事業予算名、監査委員費で

す。本年度予算額１９７万６,０００円、前年度

予算額は１６０万５,０００円、３７万１,０００

円の増加となっております。監査室の椅子が古く

なっているため、新たに椅子を購入する備品購入

費の増額が主な理由となっております。 

 以上で、議会事務局の説明を終了させていただ

きます。よろしく御審議のほどお願いいたしま

す。 

○上野委員長 それでは、これから質問を受け付

けてまいります。 

 どなたか、質問はありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○上野委員長 それでは、議会事務局の質疑を終

わります。 

 事務局長、御苦労さまでした。 

 次に、会計課の審査を行います。 

 会計課長、よろしくお願いします。 

○佐々木会計課長 おはようございます。 

 それでは、会計課の当初予算について、御説明

申し上げます。 

 予算書は４６ページから４７ページです。 

 事業予算名、会計管理費の令和７年度当初予算

額は５７８万４,０００円で、前年度と比較して

２１５万９,０００円の増となります。予算が増

加した主な要因としましては、１１節役務費の公

金出納取扱手数料のうち、口座振込手数料が１件

当たり税抜きで１００円から１５０円へ引上げと

なること、また、令和６年１０月分より、児童手

当の支給回数が増加したことによるものです。そ

のほかの項目につきましては、従前と大きな変更

はなく、記載のとおりとなります。 

 以上、簡単ではございますが、会計課の予算説

明となります。御審議のほどよろしくお願い申し

上げます。 

○上野委員長 ありがとうございました。 

 これより、質疑を行います。 

 ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○上野委員長 ないようですので、会計課に関す

る質疑を終了いたします。 

 会計課長、御苦労さまでした。 

○上野委員長 ここで、暫時休憩いたします。 

午前１０時０４分 休憩 

────────────── 

午前１０時０５分 再開 

○上野委員長 それでは、会議を再開いたしま

す。 

 次に、総務課の審査をいたします。 

 総務課長、御苦労さまです。 

 早速ですが、予算書及び提出資料に基づき、説

明をお願いいたします。 

 総務課長。 

○中村総務課長 おはようございます 

 それでは、総務課の予算につきまして、御説明

をさせていただきたいと思います。 

 最初に、ナンバー１は総務行政費です。本年度
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予算額と前年度予算額、増減の欄につきまして

は、以下記載のとおりということで説明を割愛さ

せていただきたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

 事業目的としましては、記載のとおりでござい

ますが、旅費で、議員研修視察同行職員旅費を２

名分増額しております。一方、需用費では、令和

６年度地域人権啓発活動事業啓発物品等の消耗品

が受託事業として実施できましたが、令和７年度

は受託事業はなく、５４万９,０００円の減額と

なっております。そのほかは従前と大きな変更は

なく、記載のとおりとなってございます。 

 次にナンバー２は平和事業費です。平和大使の

派遣先は、広島市へ２泊３日の日程で予定してお

ります。飛行機などの交通費の高騰により、平和

大使の派遣人数を見直しまして、各中学校２名か

ら１名に見直し、中学生３人と随行職員１人分の

予算計上でございます。 

 次に、ナンバー３は表彰事業費です。こちらは

例年と大きな変更はなく、記載のとおりでござい

ます。 

 次に、ナンバー４、人事行政費です。こちらは

委託料で、人事給与システム改修業務委託料５７

万２,０００円が令和６年度と比較いたしまして

減額となっておりますが、そのほかは例年と大き

な変更はなく、記載のとおりでございます。 

 続いて、ナンバー５、町長公用車管理費でござ

います。こちらは令和６年度は車検費用を計上し

ておりましたが、令和７年度はなく、例年と大き

な変更はございません。記載のとおりでございま

す。 

 続いて、ナンバー６でございます。庁舎管理費

でございますが、需用費で前年比１８４万９,０

００円の減額でございますが、光熱費として重

油、電気料、合わせて１０４万円の増額。そし

て、庁舎修繕料として２６７万５,０００円の減

額。令和６年度には会議室のエアコン修理や高圧

受電設備であるキュービクルの部品交換の修繕を

行ったものでございます。 

 また、一番下になりますけれども、備品購入費

の令和６年度では、ポータブルクーラー１７４万

円分が減額となっているところでございます。 

 続いて、ナンバー７です。選挙管理委員会費で

す。こちらは例年と大きな変更はなく、記載のと

おりとなってございます。 

 続いて、ナンバー８でございますが、参議院議

員通常選挙執行費でございます。こちらは３年ご

との選挙執行に要する予算となりますが、７月に

予定している選挙ということで、必要な予算を計

上しており、これまでのときと大きな変更はな

く、記載のとおりでございます。 

 続いて、ナンバー９、特別職給与費でございま

すが、期末手当の増額のみで、大きな変更はな

く、記載のとおりでございます。 

 次に、ナンバー１０は一般職等給与費でござい

ます。職員数の増減で、正職員が前年比２人減

で、再任用職員が１人増の職員数の減の一方で、

人事院勧告の対応によりまして、給料及び職員手

当、共済費の増額のほか、職員退職手当組合負担

金の制度改正による増額の予算となっているとこ

ろです。そのほかは従前と大きな変更はなく、記

載のとおりでございます。 

 次に、ナンバー１１は会計年度任用職員の給与

費でございます。会計年度任用職員の増や人事院

勧告の対応によりまして、給料及び職員手当と共

済費が増額の予算となっております。そのほかは

従前と大きな変更はなく、記載のとおりでござい

ます。 

 次に、ナンバー１２、職員等諸費でございます

が、委託料として、職員健康診断委託料を実績に

より精査し減額いたしております。また、負担

金、補助及び交付金は、北海道から派遣していた

だいていた林務職員の帰任分の負担金が減額とな

りました。そのほかは従前と大きな変更はなく、

記載のとおりでございます。 

 ナンバー１３、職員研修費でございますが、従

前と大きな変更はなく、記載のとおりでございま

す。 

 以上、簡単ではございますが、説明とさせてい

ただきます。よろしくお願いいたします。 

○上野委員長 ありがとうございました。 

 これより、質疑を行います。 

 神﨑委員。 

○神﨑委員 ナンバー１の一般行政事務費増のた
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めということで、使用料及び賃借料、前年度から

２９万３,０００円増となっておりまして、その

中の官報情報等検索システム使用料が６万５,０

００円増ということで、国からの情報をシステム

で取る検索だと思うのですけれども、この増の部

分と内容を少し教えていただきたいなと思いま

す。 

○上野委員長 総務課長。 

○中村総務課長 この使用料及び賃借料でござい

ますけれども、２２万１,０００円増というとこ

ろの要因としましては、現行法規等使用料という

ことで５６万５,０００円、こちら記載ございま

すが、こちらは需用費で、法規追録代のところで

４７万４,０００円で、３４万５,０００円という

減額があります。この中で予算計上をしておりま

して、システム的なものの例規のシステムを、法

規追録で予算計上して、令和６年度までは実施し

ていたのですが、それをシステム使用料に組み替

えたといった性質のものでございますので、御理

解のほどよろしくお願いいたします。システム上

での例規検索をするというような内容でございま

す。 

 以上です。 

○上野委員長 神﨑委員。 

○神﨑委員 システム上の金額だということです

が、官報情報等検索ということで、国とか官公庁

からのそういう情報を取るシステムという中身

が、昨年からでしたか、途中からですか、この情

報システムが導入されたのは。 

○上野委員長 総務課長。 

○中村総務課長 このシステム自体は、昨年とい

いますか、大分前から導入しておりまして、特段

ここを最近切り替えたというものではなくて、職

員がパソコン上で国の情報を得るためのシステム

ということでなっております。その部分の科目計

上を替えたというところでございますので、御理

解のほどよろしくお願いします。 

○上野委員長 そのほか、質問ありますか。 

 平松委員。 

○平松委員 ナンバー８の参議院議員通常選挙の

執行費のことなのですが、選挙に係るお金の予算

は分かるのですけれども、啓発活動というのは、

これは担当が違うことになるのですかね。まず、

総務課の担当になるのですか。この啓発活動を

もっと力を入れたらどうなのだという質問をした

かったのですけれども。 

○上野委員長 総務課長。 

○中村総務課長 啓発活動の主体としましては、

選挙管理委員会で実施しますので、併任しており

ます総務課の職員が主に実施をしているというと

ころでございます。 

○上野委員長 平松委員。 

○平松委員 どんどん投票率が下がってきていま

すので、目に見えて七飯町は下がってきています

ので、ただ普通の啓発活動というのではちょっと

足りないと思うのですけれどもね。この辺はふだ

んどおりの予算ということなので、新しいことは

何も考えていないという予算づくりと解釈してよ

ろしいのですか。 

○上野委員長 総務課長。 

○中村総務課長 投票率の観点で申し上げます

と、若年層の部分でやはり投票率を上げていくと

いう必要性を感じておりまして、令和７年度、今

準備中のものといたしましては、七飯高校の学校

に赴きまして、選挙に関する意識づけということ

を、一こま授業の中で周知をさせていただくとい

うようなことも、この選挙経費の参議院の選挙に

限らず、選挙管理委員会として今準備を進めてい

るところでございますので、投票率向上といった

部分では、そういった若年層にも働きかけるよう

な形では進めてまいりたいとに思っております。 

 以上です。 

○上野委員長 平松委員。 

○平松委員 できることであれば、例えばコンビ

ニだとかスーパーマーケットだとか、そういうと

ころの協力をもらって、ぜひ投票に行ってくださ

いみたいなポスターを作って貼らせてもらうだと

か、そういうことは考えられないのかどうか。 

○上野委員長 総務課長。 

○中村総務課長 今回の参議院議員選挙の場合で

すと、選挙ポスターだとかというのは北海道選挙

管理委員会からとかも、そういったものを提供い

ただいて、広報活動をこれまでもしているところ

なのですが、そのポスターだとかも、どこまで広
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げられるかという部分もありますので、そういっ

た部分を内部で検討して、できるだけ目につくよ

うな形での広報活動というのは、引き続き検討し

てまいりたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

○上野委員長 そのほかありますか。 

 稲垣委員。 

○稲垣委員 ナンバー２なのですけれども、平和

大使派遣ということで、６人が３人に変更になっ

ていますけれども、せっかくのいい機会だなと

思っているのですけれども、その辺の学校の調整

というか、半分になったときのお話、教えてもら

えればと思います。 

○上野委員長 総務課長。 

○中村総務課長 まだ予算を確定しているもので

はないことから、学校との調整というのはこれか

らになります。例年ですと、学校も派遣する方を

決めていくのに、５月以降から人選だとかという

ことを進めていくものですから、例年４月早々に

は、学校とも調整をしながら進めていきたいと

思っております。 

 人数の減の部分でございますけれども、今まで

ですと各中学校２人ということで、１人にしたと

いうことは、交通費の高騰だとかという部分で、

実際全くやらないかというような検討もあったの

ですが、やはり平和行政といった部分では、引き

続きできるだけ持続可能なものとして進めていく

必要があるという判断の下に、２名から人数を減

らしたといったところでございますので、何とか

平和行政を継続してまいりたいと思っております

ので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○上野委員長 そのほか、質問ありますか。 

 中川委員。 

○中川委員 ナンバー８ですね。先ほども同僚議

員、ありましたけれども、これ、毎回ちょっと思

うのですけれども、やはり投票率が下がっている

ということで、何年か前にも同じようなことを質

問したかもしれないのですけれども、例えばスー

パーとかそういう場所で投票できるような、当然

スーパーと協議しなければならないですけれど

も、了解をもらえればの話ですけれども。町民の

人が、先ほど若年層が投票に行くようにというこ

とで、それはそれでそういう取組はいいのですけ

れども、今は若年層だけではなくて、やはり全体

的に投票に行かなくなってきているというか、行

こうとは思っている方も多いと思うのですけれど

も、雨が降っていたから行かないとか、用事が

入ったから行かないとかという、結構後からそう

いう話を聞くので、それであれば、やはりいくら

啓発しても、当日、もしくは期日前やっていると

きでも、わざわざ役場とか出張所とかに行く用事

があればやると思うのですよ。でも実際にそうい

う機会がない方は行っていないのが現実ですか

ら、ですから、それであれば、スーパーだとかで

あれば、行ったついでに投票ができるとかという

ふうになるので、やはり投票率を本気で上げたい

と考えているのであれば、そういった取組も考え

ていかなければいけないと思うのですけれども、

そういう協議というのは、ここ数年の間、あった

のかなかったのかというのと、それと、ナンバー

１３、先日も平松議員の質問の中でも少しありま

したけれども、職員の研修というのは、私もほぼ

毎回同じ質問しているかもしれませんけれども、

やはりこれが大事だと思うのですよね。本当の市

町村の職員研修だけではなくて、やはり職員のス

キルを上げるための研修。仕事を覚えていくの

は、先日町長が言ったように、仕事の業務です

よ、業務を覚えていくのは、年数をかけてずっと

働いていれば、それは仕事を覚えていきますけれ

ども、仕事をしている間に、例えば臨機応変に対

応できる対応力というのですか、そういういろい

ろなコミュニケーション力だとか対応力とかをつ

けていくには、ただ単に市町村でやっているそれ

だけに出るのではなくて、別なスキルアップのも

のをやらないと、いつまでたっても進んでいかな

い。特にこの二、三年見ていると、やはり役場の

職員が、いいとか悪いではないですけれども、活

力がすごくないように見えるのですね。どうして

いいか分からないというような職員も見えてきて

いるから、一昔前と違って意欲じゃないけれど

も、それが薄れている感がすごいので、かといっ

て仕事をしていないわけではないですよ。職員も

一生懸命やっているのだろうけれども、やはり
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ちょっと覇気がないというか、活気がないという

かというのがすごく見受けられるので、やはりこ

ういう職員研修という名目でやっている以上は、

職員を、今の七飯町役場の現状を見ながら、どう

すればもっと活気があるように対応できるかとい

うものを取り入れていったほうがいいと思うので

すけれども、そのナンバー８番とナンバー１３番

の点だけ。 

○上野委員長 総務課長。 

○中村総務課長 まず１点目の選挙の投票率の関

係で、投票の機会の確保ということでのスーパー

等で期日前投票だとかのそういったところでの拡

大のお話かと思います。 

 実際、近隣の市レベルで申し上げますと、大き

なスーパーのところで実施をしているということ

もあって、うちの選挙管理委員会の職員も、そこ

の状況だとかを見に行って、導入だとかができる

かどうかというのを検討させていただいたことも

ございます。ただ、七飯町のまちの中で、大規模

な総合複合施設というところがないということ

で、具体的な検討までには至っていないといった

ところがこれまでの現状でございます。 

 今のところ、期日前投票の導入ということでは

至っておりませんが、やはり委員おっしゃるとお

り、投票率の向上については、若年層だけではな

くて、やはりその他の世代に関しても大変上げて

いかなければならないですし、前回の衆議院議員

の選挙のときも十分な投票率ではないというふう

に考えておりますので、そこの部分については、

投票率の向上、期日前投票だけではないですし、

先ほども広報というお話もありました。全体の中

で、できるだけ投票率を上げていくというのは、

選挙管理委員会の中でも、今までも何度も議論し

てきているところでございますので、何とか投票

率を上げるような方策というのを導き出していけ

ればというふうに思っておりますので、何とか頑

張ってまいりたいというふうに思っております。 

 続いて、研修の関係で、今までも職員研修の役

場の業務だけをいくらやるという、それも大事な

ことなのかもしれませんが、実際に働いている職

員のやる気をどうやって引っ張り出すかというよ

うな部分のことでございます。 

 今回も一般質問の中で、行革の項目の中でも結

構そういった部分も、町長から答弁がありました

し、人事異動等というのは、仕事の中で培ってい

ろいろスキルアップをしていくというところでご

ざいますけれども、やはりそれぞれの職員のやる

気というものをどうやって導き出していくのか、

上げていくのかというのが、例えば職員研修一つ

取っても、研修をやらされているというような職

員もあって、なかなか心に自分が入っていかない

というのがあるものですから、例えば一つの受講

があっても、できるだけ職員が学びたいだとか、

伸ばしたいだとかという思いをできるだけ酌み

取ってできるような職員研修にできればというふ

うに思ってございます。 

 また、やる気の部分というところでいうと、な

かなか具体的に何をやればつながっていくのかと

いうのは、今後も模索しながら、職員が活気あっ

て、自分で課題を解決できるように周りがサポー

トできるような体制も含めて構築できるように、

模索をしてまいりたいというふうに思っておりま

す。 

 以上です。 

○上野委員長 中川委員。 

○中川委員 まず、ナンバー８ですけれども、今

回は参議院選挙の関係ですので、予算もこういう

ことで出ていますので、先ほど七飯町には大型、

大規模店舗というか、商業施設がないということ

ですけれども、その中で大型商業施設ではなくて

もいいと思うのです。七飯町民のたくさんの人た

ちが行く場所というところを探せばいいだけで、

そうなると、どこかといったらスーパーしかない

のですよ、実際。ですので、極端に函館市みたい

な大きな施設ではなくても、七飯町民の人たちが

毎度毎度行くようなところである程度広いとこ

ろ、そういうスーパーと協議したり、検討してみ

るというのは一つだと思うし、お金がかかるので

あればなかなか今回は難しいかもしれませんけれ

ども、今後について、それは検討していくべきだ

と思うし、あと、数年前の何かの選挙のときです

けれども、選挙に行きましたという、投票をしま

したよという紙、あれを持ってくると割引をしま

すよというような飲食店だとか、民間の方々がそ
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ういう取組をなさっていたことがあったと思うの

ですよ。そういう意味でいけば、それははっきり

言って、町のお金がかかるわけではないので、逆

にそういう民間企業なり飲食店なのか、そういう

ところと協力してもらえるのであれば、そういう

ものを進めていくだけでも、やはり投票してきま

したよという券をもらうだけで、それを見せれば

割引になると町民の方が思えば、どうせだったら

行こうよということもあると思うのですね。で

も、それを進めていくきっかけをつくるのはやは

り町だと思うのですよ。選管なのかどこなのかと

いうのはありますけれども。その辺も少し、投票

行為に及ぶきっかけづくりを少し検討してみたほ

うがいいのかなと思います。 

 あと、職員の研修について、これもこの予算で

今回いくということなので、お金かかるものであ

ればできないかもしれませんけれども、町内でも

商工会だとかいろいろな団体とかの、たまに研

修、講習会とか、いろいろな文化センターとかそ

ういうところで開催していますので、だから、そ

ういうところに関連する課の方たちが出席をして

みるとか、そういうのであればお金かからないと

思うので、まずはそういうところから職員の意識

を少し変えていったほうがいいのかなと。あと、

課長が言うとおり、自らこういう研修に出たいと

かというのは、本当にそういう職員がいたらいい

なと思うのですけれども、でも、大体最初はみん

な嫌々だと思うのですよ。嫌々出て、言われたか

ら出て、１時間、２時間話を聞いて行ってきた人

たちだって、何年かしたときに、僕もそうだった

のですけれども、あれ、これ前に何かの研修で

言っていたことだよなというのを、自分がそうい

う環境にぶつかったときに思い出すのですね。で

すから、嫌々でもいいから最初はみんなでちょっ

と頑張ろうよという感じで進めていかないと、自

ら僕は研修を受けたいのですという人は、それは

もう普通いませんから、そこら辺も職員の皆さん

方と協議しながらと言ったらあれですけれども、

頑張っていただきたいなと思うので。 

○上野委員長 総務課長。 

○中村総務課長 まず選挙の関係で、期日前投票

所の関係でございますが、お金が足りないからと

かということが課題というよりも、どちらかとい

うと期日前投票所に張りつく、それを運営するた

めのスタッフの確保という部分も大きな課題かな

というふうに思ってございます。実際、当日の投

票所でも管理者、立会人だとか、多くの方々の協

力をいただきながら期日前投票所を運営するとい

うところがあって、期日前投票所というのは１日

だけではなくて、結構長い期間があるものですか

ら、そういった部分の課題解消というのが、そこ

をどうやって解消できるかというのを模索してい

かなければならないのかなというふうに思ってご

ざいますので、その部分は研究する必要があるか

なと思ってございます。 

 また、投票率の向上の観点の中で、期日前投票

所に来られたときに、割引券だとかということ

を、民間がやられているときの結構優良な事例

で、それをきっかけとして利用されているという

のは実情にあるのですけれども、それを選挙管理

委員会で率先して誘導するという形は、なかなか

難しいのかなというのは実は思っておりますの

で、そういった部分があるのか、できるのかどう

かというのは、含めて、中で確認してみなければ

ならないことでございますので、慎重な検討が必

要かなと思ってございます。 

 あと、研修の部分で申し上げますと、御提案あ

りましたとおり、町の研修会だけではなくて、ほ

かの団体でも研修会をされているのもございます

ので、できるだけそういうのを役場の職員にも周

知するような形で、できるだけその研修の確保と

いうふうなのは行ってまいりたいと思っておりま

す。 

 また、職員の研修については、やはり皆さん、

通常の業務の中、ほかの研修というところで、な

かなか通常の業務との調整もあって、研修を受け

られないという方々も実は一部おりますので、研

修計画を春先に組むのですが、できるだけ研修が

受講できるように、また、１人の方に偏らないよ

うに皆さんに、役場に入って何年だとかという

方々がいらっしゃいますし、あと場所に応じた研

修もございますので、その部分は研修計画でバラ

ンスを持って実施してまいりたいと思っておりま

すので、御理解のほどよろしくお願いいたしま
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す。 

○上野委員長 そのほかありますか。 

 平松委員。 

○平松委員 ナンバー６のところで、庁舎の修繕

料というのが６１０万円、昨年は同じ項目で４１

０万、昨年は２００万円増えたと書いていますか

ら、一昨年は２００万円、去年は４００万円、今

年は６００万円というふうに上がってきている。

それで、今年の内訳では暖房用ポンプ部品交換と

いうのがありまして、去年は温水ポンプ、温水

ヘッダー等の修繕というようなことをやってい

らっしゃるのですけれども、前から私は何回も一

般質問でしていますけれども、実際にどこがい

つ、壊れるまで使うというやり方でいくという答

弁を聞いていますけれど、これで間に合っている

のか、それとも無駄なことをしていないのか、こ

れはどうなのですか。何かを根拠に今回これを取

り替えるのですか。定期的にこれを取り替える日

になっていますという意味の予算づけなのか。そ

れとも、予算があるうち順番に直していこうとか

何か、ここについての説明をお願いします。 

○上野委員長 総務課長。 

○中村総務課長 今回の修繕の部分につきまして

は、突発的な修繕というものが大体７２万８,０

００円ぐらいということで、目的は今後も想定す

るであろうというような金額でございます。ま

た、おっしゃられている大規模修繕という部分で

申し上げますと、今回、庁舎の地下タンクの計器

を取り替えるということで、それが１８５万２,

０００円です。先ほど委員がおっしゃっていたポ

ンプの関係でございますが、ポンプは実際４基を

交換するということで１７９万３,０００円に

なってございます。あと大きなところで言います

と、正面玄関の自動ドアの交換が、自動ドア五つ

あるのですが、そのうちの三つを交換するといっ

た取組になってございます。その交換といいます

か、部品の交換の状況なのですが、やはりその部

品自体も１０年くらい前に一度修理をしているよ

うなものがあって、それをもう修理ではなくて、

ポンプを交換するというような内容のものでござ

います。 

 以上でございます。 

○上野委員長 平松委員。 

○平松委員 ここの中では分からないのですけれ

ども、暖房用のポンプというのは、この庁舎は１

階も２階も床暖になっているのですよね。その床

暖はまだ生きているのですかね。それのポンプと

かということなのですか。もうそろそろ４０年近

くなる施設なので、なるべく早く改修計画とか、

そういうのをきちんとつくるべきだということを

私は言ってきているのですけれども、あくまでも

壊れたら直すというやり方でいくのか。実際問

題、床暖の効率はかなり落ちていて、あんまりい

い効果が、燃費の割には上がっていないはずなの

ですよね。だから、そういうものをきちんと調査

して、どうするかという計画を立てるべきだと思

うのですけれども、そういう予算は盛る考えはな

いのでしょうかね。 

○上野委員長 総務課長。 

○中村総務課長 まず今回の修繕の部分で申し上

げますと、床暖の関係するポンプというのは入っ

ておりません。端的に言いますと、床暖の部分で

言うと、ポンプ自体は六つあるのですけれども、

実際床暖という運用といたしましては、本当に寒

いときだけ回しているというような状況で、それ

以外のときには直暖の暖房だけを使っているとい

うような状況でございます。実際の床暖以外の暖

房についてのポンプで言うと、先ほど申し上げま

した七つということで、七つのうちの四つのポン

プを交換するといったところでございます。 

 また、これらの修繕計画というところでござい

ますが、令和６年度におきまして、予防保全調査

ということで都市住宅課でお願いしておりまし

て、長期的にどのくらい修繕がかかるのかという

ことを今見積もったところでございまして、その

部分をどのくらいかかるのかを踏まえて、恐らく

大規模な改修だとかということも想定されますの

で、多額な事業費がかかるようであれば、やはり

総合計画等の登載なども踏まえて準備を進めてい

く必要があろうかというふうに思ってございま

す。 

 現段階では、今の設備をできるだけ長く使うと

いったところで考えておりますので、よろしくお

願いいたします。 
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 以上です。 

○上野委員長 そのほかありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○上野委員長 ないようですので、総務課に対す

る審議を終了いたします。 

 総務課長、御苦労さまでした。 

 次に、財政課の審査をいたします。 

 統括監兼財政課長、御苦労さまです。 

 早速ですが、予算書及び提出資料に基づき、説

明をお願いいたします。 

 統括監兼財政課長。 

○青山統括監兼財政課長 それでは、次に、財政

課の令和７年度予算について御説明いたします。 

 初めに、共通様式ナンバー１の庁舎共通事務費

からとなりますが、予算額は例年と大きな変更は

なく、記載のとおりでございます。 

 次に、ナンバー２は財政管理費で、同じく予算

額は例年と大きな変更はなく、記載のとおりでご

ざいますが、令和７年度に議会側で議員用のタブ

レット端末機を導入することから、今後ペーパー

レス化に向けて、当初予算書の印刷製本費を削減

しております。 

 次に、ナンバー３は財政管理基金費で、当初予

算は基金から生ずる運用利息分を基金に積立てす

る予算となりますが、基準金利等の引上げによ

り、前年度より２５７万６,０００円増の予算を

計上してございます。 

 次に、ナンバー４は特定目的基金費で、同じく

当初予算は基金から生ずる運用利息分を基金に積

立てする予算となりますが、中でも社会教育施設

整備基金は令和４年度から毎年１,０００万円の

積立金を当初予算に計上しており、また、森林環

境譲与税基金につきましては、令和７年度に交付

を受ける予定の森林環境譲与税から事業に充当し

た後の残額１５２万円を当初に積立てする予算を

計上してございます。 

 次に、ナンバー５は財産管理費で、予算額は例

年と大きな変更はなく、記載のとおりでございま

すが、町有地の草刈業務を直営でも行えるように

するため、１８節負担金、補助及び交付金に技能

講習会に参加する負担金を計上しております。今

後は職員自らが直接草刈作業ができるよう、予算

の節減を図ってまいります。 

 次に、ナンバー６は本町地域センター管理費と

なりますが、前年度から変更となりまして、所管

替えにより、今後、鶴野地域センターの管理につ

きましては、教育総務課で管理することとなりま

すので、鶴野地域センターに係る管理費は１０款

教育費に予算計上しており、また、本町地域セン

ターについては、現在入居する社会福祉協議会が

移転するまでの間の４月から９月末までの管理費

を、従前どおり予算計上しております。社会福祉

協議会の事務所移転の完了をもって、この事業予

算は廃止となりますので、あらかじめ御説明して

おきます。 

 次に、ナンバー７は一般会計町債償還費（元

金）ですが、予算額はこれまでの繰上償還の実施

により、毎年元金償還金の予算額は減少傾向にあ

り、前年度に比べ２,９８２万８,０００円減少し

ております。引き続き、財政の長期的な視点か

ら、繰上償還の実施を検討していきたいと考えて

おります。 

 次に、ナンバー８は一般会計町債償還費（利

子）ですが、予算額はここ数年ゼロ金利政策等の

影響により減少傾向が続いておりましたが、令和

７年度は基準金利等の引上げにより、前年度より

９０５万５,０００円増の予算を計上してござい

ます。 

 最後に、ナンバー９は予備費となりますが、予

算額は前年度同額の５００万円を計上してござい

ます。 

 以上で、財政課の説明を終了いたします。審査

のほどよろしくお願いいたします。 

○上野委員長 ありがとうございました。 

 これより、質疑を行います。 

 平松委員。 

○平松委員 １点だけ、ナンバー１の中の役務費

です。通信運搬費は去年と同じ額しか計上してい

ませんけれども、大分郵便料金とか上がっていま

すけれど、これは考慮しなくて大丈夫だったので

しょうか。 

○上野委員長 統括監兼財政課長。 

○青山統括監兼財政課長 令和６年１０月から郵

便料金が引上げになったのは、御存じのとおりで
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ございます。ただ、この郵便料金につきまして

は、その年度に応じて、いろいろな事業がかさん

だりかさばなかったりして、なかなか年間の事業

的にはばらつきが多い項目でありまして、取りあ

えずは例年と同額としておりますが、今年度、令

和７年度については、財政課ではないのですけれ

ども、情報防災課で、新たに郵便料金を低減する

ような仕組みでの、携帯宛てに簡易的な文書であ

れば発送するというようなものを今講じようとし

ていまして、郵便料であれば通常１２０円とかか

かるところが、今度は通信料のみで済みますの

で、２０円とか３０円にするような通信、内容的

に簡易的な文書の発送については、そちらで対応

するように切り替えていくような予算を今年計上

しておりまして、また、１,８３０万円につきま

しては、毎年のばらつきを見ながら、不足する分

については、今後の内容によって対応していきた

いというような形で、今年度は同額で計上してお

ります。 

 以上です。 

○上野委員長 そのほか、質問ありますか。 

 神﨑委員。 

○神﨑委員 ナンバー５番の土地などの普通財産

を適切に管理するための予算の中の役務費の手数

料の中で、弁護士相談料９万１,０００円という

のが入っておりまして、その理由、何か問題とか

あるのか、お願いします。 

○上野委員長 統括監兼財政課長。 

○青山統括監兼財政課長 今回、今、財政課で管

理している普通財産ですけれども、こちらは遊休

町有地になっているものもあるものですから、こ

れを売却するために、各種いろいろな方法を考え

て、考えてというか、そういう形で対応している

ところなのですけれども、中には、以前の土地

に、要するに負担つき寄附みたいな形で頂いた土

地、もしくは制限があるようなものの解除を、解

除というか相談めいた形で、弁護士と相談する機

会もありますので、そのための予算を計上してい

るところでございます。これは、ケース・バイ・

ケースで、そういうものが発生した場合には、そ

ういうふうな対応をしていきたいというのと、ま

た、物によっては、こちらは弁護士と書いていま

すけれども、いろいろな土地を売る際に民法上の

制約もあるものですから、司法書士、もしくは家

屋調査士、もしくは不動産鑑定士とか、いろいろ

な場面で相談する機会もあるかと思いまして、今

年からこのような形で予算を計上したというふう

になります。そういう意味で、御理解いただきた

いと思います。 

○上野委員長 そのほか。 

 川上委員。 

○川上委員 ナンバー５の講習会負担金、１０万

７,０００円。これの内容を教えていただきたい

と思います。特殊な免許が何か要るのかなと思う

のですけれども、講習会で１０万７,０００円を

上げています。多分、受講する人は何人か分かり

ませんけれども、限られていると思うのですけれ

ども、人事異動とかで講習を受けた人がいなく

なった場合、新たに追加で講習を受けさせて、予

算を計上していくのか教えてください。 

○上野委員長 統括監兼財政課長。 

○青山統括監兼財政課長 こちら技能講習会参加

負担金というのは、新たに予算計上させていただ

きましたけれども、こちら、通常であれば草刈業

務委託料として、草刈りの予算を計上しておりま

す。こちらと並行して、ピンポイントで入った場

合、苦情対応ですね、そういうときには、どうし

ても１件１件契約して行くというよりかは自前で

やる、職員が自ら行って処理したほうが早いとい

う場合があります。その際に業務として処理する

わけですから、それについての必要な資格、これ

は講習なのですけれども、これは最低限、職員に

身につけさせておかなければならないものなの

で、こちらを取りたいというようなものです。で

すので、端的に何か所かあるうちのところを、職

員１時間、２時間、もしくはそういう程度で進め

るための予算です。 

 この予算の中身につきましては、刈払機の講習

会、チェーンソーの講習会、それぞれ４人分と２

人分を見ておりまして、これは満度に使うという

わけではなくて、必要なときにそのタイミングに

応じて、これは講習ですから、期間が決まってい

ますので、そのときに行ける状態で参加しなが

ら、そういう直営業務でやれるような形での体制
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を整えていきたいというような予算計上でござい

ます。 

 以上です。 

○上野委員長 川上委員。 

○川上委員 講習会というのですから、どこかで

講習会を開いていると思うのですけれども、その

講習会先はどこにあるのか。先ほど言いましたけ

れども、人事異動とかあった場合、補充する職員

もまたこの講習会に出して、負担金を予算計上し

ていくのかというのを教えていただきたい。 

 これは資格が要るのかな、草刈り、刈払機だと

かチェーンソーだとか。私も資格は持っていない

のですけれども、自分でやっているのですね。そ

の講習会の内容を教えてください。 

○上野委員長 統括監兼財政課長。 

○青山統括監兼財政課長 これは、自家で自分の

敷地内の草刈りとかそういう部分につきまして

は、自分で対応することですからよろしいかと思

いますけれども、こちら、職員が町有地内をやる

ときは、これは業務になりますので、その際に、

例えば公務災害が発生した場合につきましては、

これは補償の対象外になりますので、こういうも

のを受けていなければ。ですので、こういう事故

を防ぐためには、こういう講習会の参加が必要に

なるかと思います。 

 また、こちらにつきましては、一般社団法人の

そういう協会で行っている、会場を設けて行って

いる場所に数時間程度の、例えば２時間、３時間

の講習を受けた中で、その中では作業のやり方も

そうでしょうけれども、安全管理もしくはそうい

う危険に及ばない行為のものの講習を受けるとい

うような内容になります。また、こちら人数は、

最初そのくらい程度取っていますけれども、人事

異動があるたびに、こちら財産管理を持っている

以上は、そういうものが必然的に発生する場所で

もありますので、継続的に取らせていきたいなと

思っています。もちろん私も取る予定ではいま

す。 

 以上です。 

○上野委員長 川上委員。 

○川上委員 今回は総務課の職員に講習会を受け

させるということなのですけれども、町全体で考

えれば、土木の作業員の人たちも草刈りだとか、

チェーンソーを使って倒木だとか対応しているの

ですけれども、こちらについての考え方を教えて

ください。 

○上野委員長 統括監兼財政課長。 

○青山統括監兼財政課長 今回、土木課の予算の

内訳までは確認はしておりませんけれども、今回

財政課のほかに、定かではないですが、農林水産

課もしくは土木課もそうだったかもしれませんけ

れども、こちらから必要な人数は計上しなさいと

いうような指示を出して、予算計上されているか

と思うのですけれども、確認はしていないので、

うちのほかに、そういう課でも該当するところに

は予算計上させているというような内容で、御承

知していただければと思います。 

 以上です。 

○上野委員長 川上委員。 

○川上委員 農林水産課あるいは土木課の職員

で、こういう仕事に従事する方がいるのですけれ

ども、この方たちにつきましては、今回予算計上

しているか、それとも今回見ていない場合、来年

度から予算計上するということでよろしいです

か。 

○上野委員長 統括監兼財政課長。 

○青山統括監兼財政課長 先ほどの農林水産課を

訂正させていただきまして、今回は公園整備で予

算計上しております。同じような負担金を計上し

ております。都市住宅課の職員もピンポイント

で、公園整備での草刈りもありますので、もしそ

ういうように人事異動が発生したとしましても、

必要な資格であれば、予算計上して、受講してい

ただきたいなと考えております。 

 以上です。 

○上野委員長 よろしいですか。 

 そのほか、質問ありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○上野委員長 ないようですので、質疑を終わり

ます。 

 以上で、財政課に対する審査を終了いたしま

す。 

 統括監兼財政課長、御苦労さまでした。 

 ここで、暫時休憩いたします。 
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午前１０時５３分 休憩 

────────────── 

午前１１時１０分 再開 

○上野委員長 休憩前に引き続き、再開いたしま

す。 

 次に、情報防災課の審査を行います。 

 情報防災課長、御苦労さまです。 

 早速でございますが、予算書及び提出資料に基

づき、説明をお願いします。 

 情報防災課長。 

○庭田情報防災課長 それでは、資料に沿って御

説明いたします。 

 まず、ナンバー１は、町有バス管理費です。１

０節需用費の修繕料で、車検時の修繕必要箇所が

減少しております。その部分以外は従前と大きな

変更はなく、記載のとおりとなっております。 

 ナンバー２は、公用車一括管理費です。今年度

は車検該当車両が増加しておりますが、１０節の

需用費で消耗品や燃料費を節減しております。そ

れ以外は従前と大きな変更はなく、記載のとおり

です。 

 次のページにお移り願います。 

 ナンバー３は、電算管理費です。１０節需用費

において、コピー用紙や各種帳票の印刷製本費を

減額しております。 

 １２節委託料の上から５段目、ＬＧＷＡＮ切替

関係委託料は、行政機関専用ネットワークのバー

ジョンアップに伴う必要経費となります。また、

その３段下にあります総合行政情報システム標準

化委託料では、昨年度に引き続き、国で定める標

準システムへの移行に伴う経費を計上しておりま

す。 

 １３節使用料及び賃借料では、まず１段目の事

務用機器借上料で、旧学校用タブレット端末の借

上料の終了に伴う減額。その下、総合行政システ

ム使用料なのですけれども、大変申し訳ありませ

ん。ここの訂正をお願いしたいのですけれども、

ここの説明欄にあります「固定資産システム」と

あるのは、「滞納管理システム」の誤りでしたの

で、ここの部分の、お手数ですが、「固定資産」

を「滞納管理」というふうに訂正をお願いしま

す。この滞納管理システムの利用延長に伴う増額

となっております。その２段下、ソフトウェアラ

イセンス料では、長期的な経費節減のために、地

図システムのライセンスを買い切り版としたこと

による増額となっております。この節の一番下、

ＳＭＳ送信サービス使用料ですが、先ほど財政課

長の説明にもありましたとおり、これまで郵送に

より行っていた町からの簡易な通知やお知らせ等

を順次携帯電話宛てのショートメッセージサービ

ス、ＳＭＳへ移行するためのサービス利用料を２

４万２,０００円計上しております。 

 １７節備品購入費の電算用備品購入費では、Ｍ

ｉｃｒｏｓｏｆｔＷｉｎｄｏｗｓ１０のサポート

終了に伴い、職員用パソコンの入替え台数を増加

する必要があることによる増額となっておりま

す。 

 １８節負担金、補助及び交付金の３段目、共同

システム等運用負担金では、一部のシステムをほ

かの民間システムに移行したことによる減額と

なっております。それ以外の部分に関しては、従

前と大きな変更はなく、記載のとおりです。 

 次のページにお移り願います。 

 ナンバー４の消防施設費については、前年度よ

り２,４７７万５,０００円増の６億３,２０１万

３,０００円が南渡島消防事務組合への負担金と

なります。 

 その下、ナンバー５の災害対策費です。こちら

も従前と大きな変更はなく、記載のとおりとなっ

ております。 

 次のページにお移り願います。 

 ナンバー６の防災行政無線管理費は、前年同額

の２５５万５,０００円。 

 その下のナンバー７の国民保護対策費も前年と

同額の３０万９,０００円となっており、従前と

変更はなく、記載のとおりとなってございます。 

 以上、簡単ではございますが、私からの説明と

なります。御審議のほどよろしくお願いします。 

○上野委員長 ありがとうございました。 

 これより、質疑を行います。 

 江口委員。 

○江口委員 ナンバー６の防災行政無線管理運営

のことなのですけれども、確認なのですけれど

も、多分通信の部分なのですけれども、たしかデ
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ジタル音声でしたよね。デジタル音声をもしか肉

声にすることが可能なのかな、その辺聞きたく

て。それで、経費がかかるのかな。もしも放送内

容を増やしたりすると経費がかかるかどうかだけ

の確認です。 

○上野委員長 情報防災課長。 

○庭田情報防災課長 こちらの防災行政無線なの

ですけれども、現在は基本的にはコンピューター

による合成音声で放送しておりますけれども、こ

ちらを、例えば職員だとかの肉声を録音して放送

することは可能となっております。また、それに

対する費用とかは特にかからずに、そのまま肉声

で放送ができることとなっております。 

 以上です。 

○上野委員長 よろしいですか。 

 そのほか、質問はありますか。 

 神﨑委員。 

○神﨑委員 ナンバー３番の先ほど説明ありまし

た委託料の関係で、ＬＧＷＡＮ切替関係委託料と

いうことで、国のバージョンアップに対応する経

費ということで、新たに計上されているかと思う

のですけれども、これは国からの歳入というか、

何かそれらしき、歳入のデジタル基盤改革支援補

助金というのもありますけれども、国からの補助

金等はあったのでしょうか、その辺だけ。 

○上野委員長 情報防災課長。 

○庭田情報防災課長 御質問にありましたＬＧＷ

ＡＮ切替関係委託料２２８万３,０００円なので

すけれども、国のバージョンアップに対応する経

費ではあるのですけれども、こちら、機材の機器

の更新や設定などを外部委託費として計上するも

ので、これに対する国からの補助というのは特に

ございません。歳入のデジタル基盤改革支援補助

金は、同じ委託料の一番下の部分の総合行政情報

システム標準化委託料に当たっている補助金です

ので、こちらのＬＧＷＡＮ切替関係委託料に対す

る補助金等は特にございません。 

 以上です。 

○上野委員長 そのほか質問ありますか。 

 江口委員。 

○江口委員 すみません、先ほど聞きそびれたの

ですけれども、ナンバー１番の町有バスあかまつ

２台管理運営のことなのですけれども、このバ

ス、買い上げてから何年たっていましたか。それ

を確認したいです。 

○上野委員長 情報防災課長。 

○庭田情報防災課長 こちらの町有バスなのです

けれども、あかまつ１号車が平成２３年の取得、

あかまつ２号車は１年後の平成２４年取得となっ

ておりますので、今が令和７年なので、１４年と

１３年という計算になります。 

 以上です。 

○上野委員長 江口委員。 

○江口委員 町有バスあかまつの町で定めている

償却期間、大体どのくらいで償却期間を考えてい

るかなというところで、更新はできないだろうけ

れども、大体の償却期間で次の考えとかも考えた

かったもので。 

○上野委員長 情報防災課長。 

○庭田情報防災課長 こちらの償却期間なのです

けれども、特に何年でというふうな町で決めてい

るものはございません。ただ、まだ走行距離も２

０万キロメートルも走っていないものなので、ま

だまだ更新はせずに、なるべく長期にわたって使

い続けたいと考えております。 

 以上です。 

○上野委員長 そのほか質問ありますか。 

 平松委員。 

○平松委員 ナンバー３のところについて、何点

かお尋ねします。 

 １３の使用料及び賃借料、この中で、総合行政

情報システムの利用料の説明で、何かちょっと違

うということをおっしゃっていたのですけれど

も、２００万円増えているのですけれども、シス

テムの利用料が上がったということなのですか。

ここの説明、もう一度お願いしたいと思います。 

 それと、ソフトウェアライセンスのお金という

ことで２００万円、これも増えていますね。それ

は今までは借りていたけれども、買い上げたので

この金額という説明だと理解しましたが、更新の

サービスというのを今度受けられなくなりますけ

れども、その経費というのはどのぐらいなのか、

説明をお願いしたいと思います。今までは借りて

いたわけですから、毎年新しくなれば、新データ
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が入った料金で借りていたはずなのですが、買っ

てしまえばもう１０年も２０年も更新なしで使い

続けなければ駄目になるという、そこの説明をお

願いしたいと思います。 

 それと、ＳＭＳサービス使用料２４万２,００

０円、これが新しく出てきたと。これは、財政と

かそういうところで、個人宛てに情報を流すとい

うための使用料という説明。これは分かりまし

た。このサービスというのは、例えばエリアメー

ルというのですか、個人情報ではなくて、ただい

ま地震が発生しましたが津波は心配ありませんと

か、ああいった情報等は別なものだと思うのです

けれど、これは大量に何か使えるというサービス

なのかどうか。同じ情報を、エリアを決めて、こ

のＳＭＳの払っている料金の中で使える仕組みな

のかどうか。これあくまでも登録しているものだ

けだと思うのですけれども、それが分かれば説明

をお願いしたいと思います。 

 もう１点、備品購入費１７番の中で、電算用備

品購入費ということで、備荒資金からまたお金を

借りて、新しくパソコンを買うということなので

しょうね。去年も買っているのですけれども、結

局それでまだ更新できていない、新しく買わなけ

れば駄目な分が、このお金だという説明だったの

か、その確認です。 

 以上。 

○上野委員長 情報防災課長。 

○庭田情報防災課長 それでは、順次お答えして

まいります。 

 まず、使用料及び賃借料の総合行政情報システ

ム利用料、滞納管理システムの利用延長に伴う増

額として、２３４万８,０００円増額しているの

ですけれども、こちらは滞納管理システムの利用

が、今年度、令和６年度末で終了となりまして、

その後、今後、総合行政情報システムの標準化が

予定されておりますので、今後また長期にこれを

使うというのではなく、残り標準化までの約２年

ほどだと思うのですけれども、２年ほど利用を延

長したいということで、その部分の経費となって

おります。その利用料自体が上がったというもの

ではなく、その利用の期間を延長するものという

こととなっております。 

 あとは、その下のソフトウェアライセンス料な

のですけれども、こちら、委員のおっしゃるとお

り、今までは借りていたというか、利用料で使っ

ていたものなのですけれども、こちらを買い切り

としまして、こちら５年ほどこのデータを、同じ

ものを使いたいというふうに考えております。確

かにその間の更新は反映されなくはなりますけれ

ども、５年間は同じデータを使って、同じシステ

ムを使うことで、５年間トータルでの、この初年

度、令和７年度としては、２００万円ほどの増額

とはなっているのですけれども、５年間トータル

の経費を抑えるために、買い切りとしたというも

のとなります。 

 その次に、ＳＭＳサービス使用料なのですけれ

ども、いわゆる災害発生時等のエリアメール、そ

の付近にある携帯電話に一斉に同じメッセージを

流すようなものではなく、こちらは携帯電話番号

を指定して、何番という携帯電話番号にショート

メールを送る。１通だけではなく複数の宛先に同

じものを一斉に送信するといった仕組みのものと

なります。 

 最後、１７番の備品購入費なのですけれども、

こちら、職員の業務用パソコンは、毎年３０台、

４０台、３５台ずつ、毎年更新、購入しておりま

す。この７年度なのですけれども、先ほどＷｉｎ

ｄｏｗｓ１０のサポート終了に伴い、ちょっと急

いで更新を早めないとサポートが終了してしまう

ということで、今年度に関しては、購入台数を増

やして増額しているものとなっております。 

 以上です。 

○上野委員長 平松委員。 

○平松委員 まず延長すると。それから、ライセ

ンスは５年間これでいくと。 

 この地図システムというのは私は見たことない

ので詳しく分からないのですけれども、例えば、

今年、来年、農地から例えば団地みたいに造成し

て、販売して、住宅が増えたとか、そういうもの

が出てきたときには、この仕組みがそもそもそう

いうときに使う仕組みなのかどうかというのは、

まず分からないのですけれども、その５年間の間

に結構大きな規模で何か違いが発生した場合に対

応の仕方というのがあるのかどうか。それに対応
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しなくても何か別なものでできるのかどうかとい

うことを聞きたい。 

 それから、最後のパソコンの購入ですけれど

も、今、我々はタブレット端末を入れる予算が組

んでありますので、これとタイアップできるよう

な仕組みというのは、何か前提で考えていらっ

しゃるのかどうかですね。今まで入ってしまった

機械はしようがないというか、今年何十台か買う

分が、はなから私たちのタブレットと対応できる

ような仕組みになっていれば、ここに来る管理職

の人たちが新しいパソコンを持って入れば、すぐ

使えるのですけれども、この点の説明をお願いし

たいと思います。 

○上野委員長 情報防災課長。 

○庭田情報防災課長 まず初めの地図データなの

ですけれども、確かに委員おっしゃられるとお

り、今はまず地図を買い切ってしまって、その同

じ地図データを５年間使用したいと考えておりま

す。ですので、もしその間に大幅な地図という

か、状況の更新があった場合は、その地図データ

には反映されませんので、それは対応できないと

いうふうになります。ですので、もし、どうして

も大きな変更を反映した地図を購入するとなれ

ば、５年の間でも必要がもし生じた場合は、改め

て地図データを買うという形になるかと思いま

す。 

 続きまして、パソコンの関係です。今回、議員

側でタブレットを購入する予定で、こちらの職員

側なのですけれども、今検討しているのは、職員

側もタブレットを導入するというのではなく、机

で、自席で使っているふだんのパソコンを、議場

のほうに理事者側も持ってこられるような方策は

ないかどうか、そのような方向では考えておりま

す。購入をするので、それに見合うようなそうい

う機能が、それに合うようなものを購入できれ

ば、タイアップといいますか、そちらも踏まえ

て、理事者側の議席で使えるもの、こちらの議場

で使えるもの、そういう機能も踏まえて、購入の

内容等を考えたいと思っております。 

 以上です。 

○上野委員長 平松委員。 

○平松委員 最後の１点だけですけれども、その

地図システムは、５年分を一回買ったもので、

ずっと使えるうちはいいのですけれども、今質問

したように、大規模な改修があったら、その都度

買うとおっしゃいましたけれども、１年分買うと

いうことになりますよね、新しい状況のデータ。

それ、お幾らぐらいになるのか押さえていますで

しょうか。 

○上野委員長 情報防災課長。 

○庭田情報防災課長 こちらのシステムなのです

けれども、毎年更新されるものの地図の更新に係

る費用は、１年当たり４６万６,４００円払う

と、毎年地図を新しいものに更新できます。地図

を買い切る費用は、買い切ったときに１３９万

７,０００円、こちらどちらも税込みとなってお

ります。１３９万７,０００円で買い切ることが

できるとなっております。ですので、５年こちら

の地図データを使うと考えると、買い切れば１３

９万７,０００円で済むと。５年間毎年更新され

ると２３３万２,０００円かかるという計算にな

ります。ただし、途中でどうしても、新しいデー

タが必要になった場合は、もう一回１３９万７,

０００円が発生してしまうと。そういうことはな

るべく避けたいなとは考えておりますけれども、

そういう説明となります。 

 以上です。 

○上野委員長 そのほか、質問ありますか。 

 佐々木委員。 

○佐々木委員 災害対策費ナンバー５の１０節消

耗品費なのですけれども、こちらの大まかで結構

ですので内訳を教えてください。 

○上野委員長 情報防災課長。 

○庭田情報防災課長 大まかなのですけれども、

食料品です。備蓄品の食料とお米関係の食料。あ

とは、避難所運営用のテント、ベッドです。食

料、食べるものと、泊まるためのキャンプ用の

ベッドを毎年このような形で購入しております。 

 以上です。 

○上野委員長 そのほかの質問、ありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○上野委員長 ないようですので、以上で、情報

防災課に対する審議を終わります。 

 情報防災課長、御苦労さまでした。 
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 それでは、次に、政策推進課の審査を行いま

す。 

 政策推進課長、御苦労さまです。 

 早速ですが、予算書及び提出資料に基づき、説

明をお願いいたします。 

 政策推進課長。 

○笠原政策推進課長 それでは、政策推進課よ

り、令和７年度予算について、共通様式により説

明させていただきます。 

 まずナンバー１の広報費は、本年度予算額１,

２８３万３,０００円で、前年度と比較し７１万

６,０００円の増となっており、特定財源は記載

のとおりとなっております。主な増減理由は、需

用費で印刷単価増のための広報ななえ印刷製本費

の増となっております。 

 次に、ナンバー２の企画費は、本年度予算額８

６１万２,０００円で、前年度と比較し５３万５,

０００円の増となっており、特定財源は記載のと

おりでございます。主な増減理由は、令和７年度

に現在の第５次七飯町総合計画の期間が終了する

ため、令和６年度から第６次七飯町総合計画等の

策定に向けた業務を行っておりますが、本年度は

策定業務のメインの年となっており、報酬で審議

会の回数や、委託料で策定委託料の増となってお

ります。 

 次に、ナンバー３、まちづくり政策事業費は、

本年度予算額１,５２１万６,０００円で、前年度

と比較し２１７万５,０００円の減となってお

り、特定財源は記載のとおりとなっております。

主な増減理由は、負担金、補助及び交付金で、お

試し移住体験事業補助金及び活力のあるまちづく

り推進助成金の減となっております。 

 次に、ナンバー４の地域公共交通事業費は、本

年度予算額１,４９７万６,０００円で、前年度と

比較し７１０万５,０００円の増となっており、

特定財源は記載のとおりとなっております。主な

増減理由は、負担金、補助及び交付金で、七飯町

地域公共交通活性化協議会負担金及び地域間幹線

系統他補助金の増となっております。 

 次に、ナンバー５の交流推進費は、本年度予算

額１,０６５万７,０００円で、前年度と比較し１

８万９,０００円の減となっており、特定財源は

記載のとおりとなっております。主な増減は、報

償費で、海外交流派遣研修事業費、報償費の派遣

人数減及び需用費で、コンコード町民訪問団が来

町することから賄費等の増となっております。 

 次に、ナンバー６の国際交流公用車管理費は、

本年度予算額３５万９,０００円で、前年度と比

較し１１万２,０００円の増となっております。

主な増減は、車両車検時の需用費の自動車修繕料

と公課費の自動車重量税となっております。 

 次に、ナンバー７のセミナーハウス指定管理費

は、本年度予算額３,７６１万６,０００円で、前

年度と比較し５１万１,０００円の減となってお

ります。主な増減理由は、需用費の修繕料の減と

なっております。 

 次に、ナンバー８の統計調査費は、本年度予算

額１,６７４万４,０００円で、前年度と比較し

１,４８４万７,０００円の増となっており、特定

財源は記載のとおりとなっております。主な増減

理由は、令和７年度は国勢調査の実施年度となっ

ており、報酬から委託料まで全体的な増となって

おります。 

 次に、追加資料について御説明させていただき

ます。 

 まず、昨日の北海道大沼国際交流協会事業計画

及び予算の提出についての報告の中で、来年度七

つの定款上の事業の概要について説明させていた

だきましたが、その詳細な７年度の事業実施計画

を資料として出させていただきました。 

 次の資料は参考といたしまして、令和６年度の

七飯町大沼国際セミナーハウス及び七飯町大沼森

林公園施設の管理に係る事業計画及び収支計画書

となっております。 

 最後の資料でございますが、令和７年２月現在

の財団事務職員の事務局長をはじめとした組織体

制となっております。 

 説明については以上でございます。御審議のほ

どよろしくお願いいたします。 

○上野委員長 ありがとうございました。 

 これより、質疑を行います。 

 川村委員。 

○川村委員 共通様式のナンバー３、委託料の七

飯町移住定住関係人口創出プロモーション事業委
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託と、下の負担金、補助金の真ん中のお試し移住

体験事業補助金で、こちらが５０万円減って、プ

ロモーションの委託料が５０万円近く増えている

のですね。これはどういう理由で増減してるのか

というのと、この使い分けを教えてほしいです。

委託の部分では移住定住のこういうことをやって

いますよ、お試しの部分はこうしていますよと。

その辺の使い分けも含めて説明してください。 

○上野委員長 政策推進課長。 

○笠原政策推進課長 まず、七飯町移住定住関係

人口創出プロモーション委託事業の関係でござい

ますが、ＬＩＮＥやインスタグラムなどのＳＮＳ

広告機能により、七飯町の移住や移住体験事業の

ＣＭを作成しまして、宣伝活動を実施する委託業

務となります。 

 このほかに、ちょっと難しい話になってしまう

のですけれども、テレビのデータ放送といいます

か、インターネット回線のテレビを見られている

方が最近増えておりまして、そういう方々のテレ

ビ番組、例えば子ども向けのそういうテレビ番組

とかを視聴されている方々に、個別で移住関係の

ＣＭ等を送ることができるというシステムがあり

まして、そちらにもＣＭ等を個別に流していくと

いう業務の委託業務となっております。 

 また、お試し移住体験事業の補助金でございま

すけれども、こちら、去年、実績が思うようにあ

まり伸びませんで、今後ＰＲ等も含めて行ってい

くところではございますけれども、去年の実績を

踏まえて、今年は宿泊１０組の２名７泊分の助成

金、これは１泊上限１万５,０００円ということ

でずっとやってきているところですけれども、あ

とは、このほかにレンタカー、１回２万円の１０

組分ということで、今回計上させていただいてお

ります。 

 以上でございます。 

○上野委員長 川村委員。 

○川村委員 例えば、移住定住の宣伝とか、こう

いうのがありますよというのは、多分委託を使っ

て宣伝もしているかと思うのですよね。これはダ

ブっている作業はないということで、完全に分け

てあるものなのか、そこを教えてほしいのですよ

ね。 

○上野委員長 政策推進課長。 

○笠原政策推進課長 ダブっている作業といいま

すか、委託業務はＣＭの作成と、あとはそういう

ＬＩＮＥ、インスタグラム、あとテレビ関係のＣ

Ｍで流すものを作成して、流すという委託業務と

いうことでございまして、このお試し移住体験補

助金につきましては、あくまでもお試し移住をし

たいという方が申込み等あった場合に、ホテル等

の宿泊に対する補助金ということになっておりま

すので、事業としてはダブっているという捉えで

はございません。 

 以上でございます。 

○上野委員長 そのほかの質問ありますか。 

 稲垣委員。 

○稲垣委員 今の件なのですけれども、プロモー

ションの事業委託料で５５万１,０００円増は分

かりました。分かったのですけれども、これをや

ることによって、お試し移住体験の事業という人

が増えるのではないかなというふうには思うので

すけれども、その辺はどうお考えですか。 

○上野委員長 政策推進課長。 

○笠原政策推進課長 これは去年から実はやって

いる事業でありまして、昨年度の実績が思ったよ

り伸びなかったという部分もありますけれども、

先ほど言ったテレビのＣＭの部分というのを今回

さらに増やしたりしている部分が今回高くなって

いるところでもあるのですが、あとこのほかに、

移住定住の促進のプロモーション事業を、各地、

東京とか大阪とかで去年も行って、何十人という

方に御説明して、そういうのも移住定住のお試し

移住体験につながっているという実績もあります

ので、このプロモーションの委託業務を含めて、

あとは移住定住の促進のそういう行事等も参加し

ながら、移住定住につなげて、さらに実際に移住

していただけるように努めてまいります。 

 以上でございます。 

○上野委員長 稲垣委員。 

○稲垣委員 増えることを言っているとかではな

くて、実績が去年少なかったのは分かるのですけ

れども、これをやることによって、移住体験を増

やしていこうというのが減額になっているので、

この辺の説明をしてほしいなと思いました。 
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○上野委員長 政策推進課長。 

○笠原政策推進課長 予算自体は減額しておりま

すが、去年の実績よりは若干、何組分かは増やさ

せていただいております。ただ去年の総体の予算

額よりはこの分落ちてしまいましたけれども、実

績はもうちょっとこれより少なかったのですが、

もうちょっと伸ばしていきたいということで、去

年の実績よりは予算的には上乗せして計上させて

いただいておりますので、御理解のほどよろしく

お願いいたします。 

○上野委員長 そのほか。 

 澤出委員。 

○澤出委員 今の関連なのですけれども、お試し

移住に関して、１０組７泊とありましたけれど

も、これ以上の申込みがあった場合は、もう１０

組でばつっと切ってしまうというようなイメージ

で考えていいですか。それとも補正でも組んでま

た増やすのか、その辺の考え方。 

○上野委員長 政策推進課長。 

○笠原政策推進課長 先ほどの委託業務とかに

は、このお試し事業自体が一応半分は国の地方創

生の交付金が入ってくる事業でございます。今

後、申込み状況に応じて、もし足りないと予測さ

れる場合は、これは補正の予算で対応していけれ

ばと考えておりますので、御理解のほどよろしく

お願いいたします。 

○上野委員長 そのほか質問ありますか。 

 池田委員。 

○池田委員 すみません。一つだけお願いしま

す。 

 恋人の聖地ということで、これを何年間やって

きた場合に、この事業はあと何年間ぐらい続ける

のか。それとあと、大体これに来られた方、恋人

の聖地ということで来られた人数、分かりました

らお願いします。 

○上野委員長 政策推進課長。 

○笠原政策推進課長 商工の恋人の聖地という

か、この地方創生の事業と、うちの事業とちょっ

と年数がずれていまして、政策推進課でやってい

る事業につきましては、令和８年度までというこ

とで補助をいただける予定となっております。商

工労働観光課は、うちより１年早かったので、令

和７年までということでございます。 

 あと、うちの事業は、あくまでも移住定住が中

心の事業でございまして、恋人の聖地ということ

になってしまいますと、商工労働観光課で、もし

かすると人数を押さえていると、すみません、私

は押さえている数字がなかったものですから、申

し訳ございません。 

 以上でございます。 

○上野委員長 そのほか、質問ありますか。 

 江口委員。 

○江口委員 ３番の関連なのですけれども、活力

のあるまちづくり推進助成金の１０組の話なので

すけれども、問合せというのが何件あって、問合

せだけで終わった方も多分確認とかそういう資料

とかあるのでしょうけれども、それで、何件が来

て、そのうち１０組が多分ホテルに泊まったと

か、レンタカーを借りたとかだと思うのですけれ

ども、その辺、今分かる範囲で教えてもらえれば

と思うのですけれども。 

 あと、それこそ町の移住定住推進の関係での政

策でしょうけれども、このプロモーション事業の

中で、地方に行ってＰＲしてきたと聞こえたよう

な気がしたのですけれども、それは向こうで名前

を受け取って、こちらのほうに住みませんかとい

うようなやり方をしたのかな、その二つ、お願い

します。 

○上野委員長 政策推進課長。 

○笠原政策推進課長 電話等の問合せは多数あっ

たのですけれども、その全体の件数というのは押

さえておりませんでした。申し訳ございません。 

令和６年度の今現在の件数としましては、７組の

方で、その組数によりまして人数もまちまちなの

ですけれども、７組の方が主に大沼プリンスホテ

ルに宿泊ということで、お試し移住体験をさせて

いただいているところでございます。 

 あと、全国というか各地の移住フェアというの

が毎年どこかでありまして、去年については、東

京、大阪で移住フェアのブースをうちで出展し

て、そこでいろいろな七飯町の移住のＰＲ、移住

したいという方が、七飯町だけではなくていろい

ろなまちのブースがあって、そこに移住の相談に

来られると。そこで、私の記憶で７０から８０組
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くらいの人数の方が相談というかお話を聞いてい

かれて、そのうち何名かの方はお試し移住にまで

つながっているということで把握しております。 

 この移住フェアに来られた方だけではなくて

も、この移住体験というのは、ネット上で見て申

込みされている方もいらっしゃるということで把

握しております。 

 以上でございます。 

○上野委員長 江口委員。 

○江口委員 プロモーション事業に関してなので

すけれども、町のよさをもっと知ってもらって、

住んでもらいたいという、こちらも人口を増えて

ほしいという中で、もうちょっと力を入れてやる

というのが必要なのだろうけれども、プロモー

ション自体、地元では見たよと聞いたことはほと

んどないのですよね。だから、文句つけるわけで

はないのですけれども、ただ、事業にもうちょっ

と力が入る部分、移住定住に関してはやはり大事

な課題の一つだとは思うのですよ。少なくなった

のは確かに、１０組というふうに少なくなったと

いうのは分かるのですけれども、これは下げずに

いたほうがよかったのではないかなと自分は思っ

たのですよ。もう少しＰＲ力を上げて、このまち

のよさを知ってもらえるように、ただ、どのよう

にしたらいいのかなと思ったのですけれども、

ちょっと難しいな、ごめんなさい、答えようがな

かったら。 

○上野委員長 政策推進課長。 

○笠原政策推進課長 今やろうとしている事業も

そうなのですけれども、いろいろな移住フェアと

かに行って、他市町村の方ともいろいろお話しし

ている部分もありますし、周りの市町村もなかな

か苦労している部分もあるということをお聞きし

ておりますので、そういう皆さんの話とかも聞き

ながら、何かいいものがあれば、来年度もどんど

ん取り入れていきたいですし、そういうＰＲにつ

いてもいろいろなものを考えていきたいというこ

とを考えておりますので、御理解のほどよろしく

お願いいたします。 

○上野委員長 そのほか質問は。 

 神﨑委員。 

○神﨑委員 ナンバー３のお試し移住体験補助金

の部分ですけれども、いらっしゃった方に対する

アンケートとかは取っているのかなと思うのです

けれども、その辺りの感触というか、決算にない

ぐらいに予算立てしていますので、ありましたら

お願いします。 

○上野委員長 政策推進課長。 

○笠原政策推進課長 アンケートについては皆さ

んからいただいているところなのですけれども、

なかなかそこで、よかったとかという意見は多数

あるのですけれども、なかなかすぐ移住というと

ころにはつながっておりませんので、何年後には

考えたいなという方もいらっしゃいますし、七飯

町も含めていろいろなところを検討しているとい

う御意見もありますので、なるべく私たちも移住

される方には、いろいろな意味で相談等に乗りな

がら、なるべく七飯町に来ていただけるようなア

ピールをしていきたいと考えております。 

○上野委員長 神﨑委員。 

○神﨑委員 いらっしゃった方のアンケートをい

ただいているということで、その後の手だてとい

うか、町としてそういう方に対するアピールとい

うか、何かその後つながりをだんだん太くするよ

うな形でお勧めするというような事業はあるので

しょうか。 

○上野委員長 政策推進課長。 

○笠原政策推進課長 泊まっていただいた後のア

ンケートをいただいて、そこで、またどうですか

ということをお聞きするつながりというのは一応

あるものですから、逆にリピーターといいます

か、また来年も来年もと、また再来年とかももう

一回試して、何回かやってみて、そこで本当に移

住を考える。１回で移住のお試し体験をして、す

ぐ即決されたという方も過去にはいらっしゃいま

すので、そういうところにつながりを持ちなが

ら、今後、移住に向けた取組をしてまいりたいと

考えております。 

 以上でございます。 

○上野委員長 そのほか、質問ありますか。 

 中川委員。 

○中川委員 ナンバー３の一般職の旅費の９４万

４,０００円、これは移住定住の関係のというこ

とですので、どういうところに行っているのかと
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いうのと、ちょっと下の役務費の中の地域活性化

ＰＲ広告料が４２万６,０００円の減ということ

で、これ１４万円の予算ということですけれど

も、何の広告なのかなというのと、それと、委託

料の３８５万円の移住定住関係のプロモーション

事業委託料ですけれども、先ほどの説明ではＳＮ

Ｓだとか、いろいろなものでＰＲしていくという

ことだったのですけれども、この３８５万円はＳ

ＮＳで満額かからないと思うのですけれども、ほ

かにどういった内容が含まれているのかなという

ところ。 

 それと、あとはずっと下のほうの負担金のとこ

ろで、活力のあるまちづくり推進助成金、昨年か

ら１７０万円減で２３０万円の計上ということで

すけれども、昨年は、２００万円だったまちづく

り推進助成金を４００万円に上げるということ

で、昨年から上がってきていたと思うのですけれ

ども、これが実績がなかったというのは、先日の

議会で減額をやっているので、実績がないという

のは分かるのですけれども、この予算のつけ方で

すね、２３０万円という予算のつけ方の考え方を

教えていただきたいのと、あと町内会連合会の関

係の補助金で４５万円で、前年度同額ということ

ですけれども、これ自体も町内会連合会というの

は、やはり町としてもやはり大事な問題だと思う

のですけれども、その町内会連合会に対する補助

であれば、この金額が妥当なのかどうかというこ

とですね。まずこの点を。 

○上野委員長 政策推進課長。 

○笠原政策推進課長 まず、旅費の部分なのです

けれども、来年度予定しているのが東京、大阪の

移住定住フェアに、３名ずつ派遣するということ

を予定しております。 

 ただ、一回兵庫の恋人の聖地観光協会市町村長

会の創生推進事業部会というのがありまして、こ

ちらにはこの補助をもらっている１３自治体があ

るのですけれども、こちらが一堂に会するという

ことで、職員を１名派遣する旅費となっておりま

す。 

 次に、まちづくりの先ほどの委託料ということ

でございます。先ほども御説明しましたけれど

も、広告料ということで、ＬＩＮＥやインスタグ

ラム、あとは先ほどのテレビのＣＭの広告、ま

た、中身はこれからさらに詰めていくのですけれ

ども、ほかの媒体、Ｇｏｏｇｌｅだとか、いろい

ろなものの媒体にも載せられないかということ

で、今さらに中身について業者と検討していくと

いう予定になっております。 

 すみません、飛ばしてしまいましたけれども、

まちづくりの広告費でございますけれども、去年

よりは減っているのですけれども、去年までは、

一つがまちづくりフェアに参加するためのチラシ

の広告料というのを一つ組んでおりまして、減っ

た分というのは、今まで移住定住の雑誌というも

のがありまして、そちらに広告を、小さいもので

すけれども載せていたのですけれども、あまり効

果がないのかなということで、今回はどちらかと

いうと、このＳＮＳに力を入れたいということ

で、こちらは減額となっております。 

 あと、活力のあるまちづくり助成金の部分で今

２３０万円ということで、去年の実績で２００万

円いくかいかないかというところだったのですけ

れども、今年の予算では、どこに補助するという

ことではなくて、初期活動で１件、継続活動で１

件、イベント活動補助金で１件という、それぞれ

１０万円、５０万円、１００万円という予算と、

あと、去年の実績で地域活動整備に関する助成金

ということで、去年と同等程度の７０万円をプラ

スしまして、２３０万円ということで計上させて

いただいております。 

 こちらは、また、補助の申請等なければ、当然

これは使わないといいますか、予算が執行されな

いものと考えておりますので、御理解のほどよろ

しくお願いいたします。 

 また、町内会連合会の４５万円の補助金でござ

いますけれども、こちらも、ずっと４５万円とい

うことで来ておりますけれども、町内会連合会と

常にお話する機会もありまして、その中で、どう

しても足りないとかという話にもならず、うちか

らも、本当にこれでいいのですか、足りますかと

いう話も実際しているところではないのですが、

今後、そういうお話合いの中でまた来年度以降進

めていくことになると思いますけれども、その中

で、こちらからも折を見て、これで本当に大丈夫
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ですかというような話も積極的にしていきたいと

考えておりますので、御理解のほどよろしくお願

いいたします。 

○上野委員長 中川委員。 

○中川委員 移住定住のプロモーションというの

は、これは全て広告料ということで捉えてよろし

いですね。 

 あと、活力のあるまちづくり推進助成金の、今

の説明で１０万円、５０万円、１００万円の７０

万円という、事業別で大体これくらいかなという

ことで予算を組んだというふうに捉えたのですけ

れども、これ決算みたいになってしまう、決算の

ときに聞いたほうがいいかもしれませんけれど

も、昨年４００万円組んで、今回この１０万円、

５０万円、１００万円、７０万円で２３０万円に

予算の組み方を変えたということでよろしいです

か。 

○上野委員長 政策推進課長。 

○笠原政策推進課長 実績ベースでの予算編成と

いうよりも、財政と予算査定の中で検討させてい

ただいた中で、誰が手挙げするか分からないとい

うところで、１件ずつ見たほうがいいのではない

かと。これはこれで、来なければ来ないというこ

とで、１件ずつ種別によって、予算としては見て

おいたほうがいいのではないかという部分で、先

ほどの初期活動、継続活動、イベント活動につい

ては１件ずつという想定で予算を組ませていただ

いております。 

 先ほど言った地域環境整備等の部分は、大体実

績内の予算額ということで組ませていただいてお

ります。 

 以上でございます。 

○上野委員長 中川委員。 

○中川委員 そうしたら、予算の組み方の考え方

を変えたということでよろしいですか。 

○上野委員長 政策推進課長。 

○笠原政策推進課長 予算の組み方の考え方を、

もし来た場合はということで、変えさせていただ

いたということでございます。 

 御理解のほどよろしくお願いいたします。 

○上野委員長 中川委員。 

○中川委員 まだ結構ありますけれども、続けて

よろしいですか。 

○上野委員長 質問だけして、休憩に入ります。 

 中川委員。（発言する者あり） 

○中川委員 結構あるのですよ。細かいのをさ

らっとやっていったほうが早いかなと思いまし

て。 

○上野委員長 どのくらいありますか。かなり長

いですか。 

○中川委員 一回切ったほうがいいと思います。 

○上野委員長 午後ということにしたいと思いま

す。 

○中川委員 分かりました。 

○上野委員長 では、暫時休憩いたします。 

 午後１時から再開いたしますので、よろしくお

願いいたします。 

午後 ０時０３分 休憩 

────────────── 

午後 ０時５７分 再開 

○上野委員長 それでは、皆さんそろっておりま

すので、午後からの委員会を再開したいと思いま

す。 

 政策推進課への審査を継続します。 

 質問のある方。 

 中川委員。 

○中川委員 それでは何点か。 

 まず、ナンバー１の広報ななえの印刷製本費

で、１,４２５万６,０００円ですね。昨年よりも

７３万６,０００円増えているということで、増

えるのは物価高騰のためということだったので、

そうなのだろうなと思うのですけれども、ただ実

績として、昨年１,３５６万円の予算で、２０５

万円先日の議会で予算減にして、その際に説明は

していたのですけれども、今回、この差額といい

ますか、その中身をもう一回お知らせ願いたいな

というのと、ナンバー２の委託料の大中山駅公衆

トイレ管理業務委託料２５万４,０００円、１万

円減ということで、１万円なので微々たる数字か

もしれませんけれども、それこそ物価高騰の関係

でトイレの備品だとかそういうものを用意してい

く、管理するに当たって、そういう備品の中での

１万円というのは、ちょっと大きいのではないか

なと思うのですけれども。 
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 あと、その下、負担金で、北海道新幹線の関係

ですね。新幹線開業１０周年による特別徴収とい

うことで７万９,０００円増しているので、これ

は何かイベント的なものがあるのかなというのを

教えていただきたいなと。 

 取りあえず、３点お願いします。 

○上野委員長 政策推進課長。 

○笠原政策推進課長 まず、ナンバー１の広報印

刷製本費の７３万６,０００円増ということでご

ざいますけれども、先日の６年度の補正予算のと

きに、２００万円ほど減額補正ということでさせ

ていただいております。前回のは、入札による単

価が当初で見ていたより若干落ちたというのが一

つと、あと発行部数が、大体年間で千数百件ほど

減ったということ、またページ数が最初想定して

いたより、総体で２ページほど毎月の分が減った

というところで、それぐらいの金額が減額となっ

ております。 

 今回、一応参考見積りとして、業者からいただ

いた中では、予算ベースになりますけれども、白

黒で大体０.２円、カラーで０.４円ほど、単価が

上がるというところで来ておりまして、部数につ

きましては、前回の令和６年度の決算よりも部数

が落ちるという見込みのことから、部数について

は年間千数百部ほど落とした中で、今回、こうい

う予算という形で上げさせていただいておりま

す。 

 また、次のナンバー２の大中山公衆トイレの管

理業務委託料につきましては、中身としまして

は、清掃の業務の委託で、洗剤とかそういうのは

消耗品に入っておりまして、あくまでも、清掃を

していただく方に対する委託費でございます。若

干、端数の整理で、今回積算したところ、若干

減ってしまいましたけれども、特に、お給料とい

うか、その委託費、１日幾らという積算をしてい

ますけれども、そこは変わらず、ほかの掃除とか

そういうものに係る消耗品などにつきましては、

需用費に含ませていただいております。この消耗

品も７万円ほど減っているのですけれども、これ

全部、大中山トイレの消耗品というわけではなく

て、全体の中で７万円ほど減らしたということで

ございますので、御理解のほどよろしくお願いい

たします。 

 新幹線の促進期成会の７万９,０００円の負担

金の増ということでございますけれども、今回、

開業１０周年を迎えるということで、期成会で１

０周年記念事業を行いたいということで、具体的

な事業は、まだ正式には決まっていないのですけ

れども、その分でお金を若干かけたいので、各期

成会の加入市町村に負担をお願いしたいというこ

とで、今回、７万９,０００円増えたということ

でございます。 

 以上でございます。 

○上野委員長 中川委員。 

○中川委員 分かりました。 

 あと、ナンバー５の国際交流の関係で、報償費

で海外交流派遣研修事業というところで、３６２

万６,０００円ですね。中身、内訳としては、中

学生を５名から３名に減したということですけれ

ども、ただ単に予算上の問題、財政上の問題で下

げているのか。それとも、国際交流事業の中で、

町として、コンコードとのやり取りは、人数を減

らしてやっていくという中身の問題なのか。 

 そのずっと下のほうの使用料のところで、コン

コード町民訪問団来町事業という施設利用料で５

万３,０００円と、その下の有料道路通行料で５

万円、これは何なのかなということですね。 

○上野委員長 政策推進課長。 

○笠原政策推進課長 今回、委員おっしゃるとお

り、中学生５人から３人、高校生は従来どおり３

名ということで、生徒としては６名の生徒という

ことで予算を上げさせていただいております。海

外交流事業自体が、これから縮小するというとこ

ろとは考えておりません。どちらかというと、近

年海外渡航に係る費用がどんどん上がっていると

いうところで、予算査定等の中でも、今後、今ま

での人数ではなかなか厳しいという部分もありま

して、今回は２人減らさせていただいたというこ

とでございます。 

 今後、訪問団が来町するというところの費用な

のですけれども、今回３０名ほど一応６月に来ら

れるという予定でございまして、まず、施設利用

料ということで、来られた方たちに、例えば前回

でも遊覧船に乗せていたりとか、五稜郭の奉行所
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を見たりとかいう施設の利用料といいますか、そ

の施設の乗車料とか利用料をここで計上させてい

ただいておりまして、有料道路の通行料でござい

ますけれども、今、まだここが不確定な部分もあ

るのですけれども、北海道登別のほうに一度滞在

して、そこからもしかしたら町バスで迎えに行っ

て、高速で３０名を七飯にお招きするという予定

になっておりますけれども、この辺ももしかする

とＪＲで自分の負担で来ていただくということも

今検討していますけれども、今のところは高速を

使って、町のバスで登別のほうから七飯町に入っ

ていただくという部分の高速道路使用料、これは

町バス２台分ということで、一応予算計上させて

いただいております。 

 以上です。 

○上野委員長 中川委員。 

○中川委員 渡航費、要は財政的な問題になって

くるのかなとは思うのですけれども、実際に多額

の費用が、昔に比べればかなり上がっているとい

うのは分かるので仕方ない部分もあるとは思うの

ですけれども、今おっしゃられたように、コン

コード町から３０名が来町してくれるということ

ですけれども、そもそも姉妹都市として国際交流

事業を一生懸命やってこられたと思うのですけれ

ども、コンコード町から３０名の方々が来ても

らっているけれども、七飯町からコンコードに行

くのに３０名近くで行ったりということはしてい

るのですか。 

○上野委員長 政策推進課長。 

○笠原政策推進課長 過去の事業、コロナ前とか

のそれよりはるか前ということになると、私も詳

しい詳細は把握はしていませんけれども、昔は例

えば町民代表の方とか、議員なども一緒にコン

コードに訪問したという実績はあるかと思いま

す。近年は、中学生、高校生ということで、派遣

ということでずっときておりますけれども、今

後、そこら辺、これは即答はできかねますけれど

も、あちらからもこういうふうに来ていただける

ということもございますので、今後、学生だけで

はなく町民の方ということも検討できるかどうか

を含めまして、考えていきたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○上野委員長 中川委員。 

○中川委員 要は、姉妹都市でこういう国際交流

事業としてやっているのですから、きちんとコン

コードの方たちと足並みをそろえてといいます

か、七飯町としても、コンコード町とも、もう

ちょっと協議して足並みそろえたものが反映され

ていないなという感じが思ったものですから、別

に３０人来るから３０人行かなければないという

ことを言っているわけではないのですけれども、

そういう事業のことも、あまり広げれば一般質問

になるのでやめますけれども、その辺を踏まえて

こういう国際交流事業をやっていただきたいなと

いうのと、それと、ナンバー７番、国際セミナー

ハウスの管理費ということで、これは資料をいた

だいて、事業計画においては、いろいろ取組とい

いますか、それはやるのだなというふうに思うの

ですけれども、そもそものセミナーハウスの維持

管理、指定管理で３,７６１万６,０００円出して

いると思うのですけれども、セミナーハウス自

体、いろいろな施設があると思うのですよ、あそ

こ。ただ、それぞれの施設だとかそういうのも含

めて、かなり老朽化してきているのではないかな

と。そういった意味でも、このままほったらかし

というか、ただ指定管理で任せていって、セミ

ナーハウス自体がなかなか、施設維持を含めて改

善されていくのは難しいのではないかなと。その

都度、改修の予算が上がってきてやっているとは

思うのですけれども、そこが追いついていないの

かなと。その辺について、今後、管理料３,７６

１万６,０００円の指定管理を含むものをやって

いるのですけれども、その辺について、今後どう

いうふうに運営していくのか、セミナーハウスの

維持ですね。その辺についてお願いします。 

○上野委員長 政策推進課長。 

○笠原政策推進課長 まず、コンコードの訪問団

の関係だったのですけれども、訪問団、コンコー

ドから来られる方というのはほとんど実費といい

ますか、うちのように役場から補助とかが出ない

で、自分のお金で有志の方が来られるということ

でございまして、なかなか当町で町民の方とかの

費用を予算化してお金をかけるというのと、
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ちょっと温度差があるというところが事実でござ

いますので、そこら辺またコンコードとやり取り

しながら、温度差を解消するといいますか、同じ

ような気持ちといいますか、その中で、均衡が取

られるような交流というものについても努めてま

いりたいと考えております。 

 また、セミナーハウスなのですけれども、３,

７００万円ほどの指定管理料ということで、ずっ

とこれまで、平成１８年くらいからですか、続け

てきました。確かに施設の老朽化も進んでいる。

修繕もなかなか思い切り直すということになりま

すと、多額の費用がかかってくるということもあ

りまして、その中で、果たして指定管理をこの財

団にこのままお願いしていくのがどうなのかとい

う部分もありますけれども、今後は財団のそうい

う在り方というか、体制とか、あとは指定管理の

考え方、そういうのも含めて、慎重に検討してい

きたいと考えておりますので、御理解のほどよろ

しくお願いいたします。 

○上野委員長 中川委員。 

○中川委員 あと最後に、予算という予算のナン

バー何というところはないのですけれども、先

日、平松議員の一般質問の答弁の中で、町長か

ら、企業誘致が重要だという発言があったのです

ね。そのとおりだと思います。やはりそういうこ

とを発言されていたものですから、政策のどこか

の予算の中に企業誘致に関連するものがのってき

ているのかなと思ったのですけれども、企業誘致

に関連するものが見当たらないのですけれども、

その辺の見解はどういう見解でしょうか。 

○上野委員長 政策推進課長。 

○笠原政策推進課長 企業誘致、政策推進課が全

く関係ないとかそういうことではないのですけれ

ども、商工労働観光課の関係もありますので、そ

の辺は今回そういう関係の予算は全く計上されて

おりませんけれども、今後、理事者というか町長

等と協議してから、あとは商工労働観光課でしょ

うか、そちらとも何かいいものはないかというこ

とは、この辺も進めさせていただきたいと考えて

おりますので、よろしくお願いいたします。 

○上野委員長 中川委員。 

○中川委員 それでは、政策推進課の今回の予算

の、新年度予算の中には、企業誘致に関連するも

のは予算計上はしていないということでよろしい

ですか。 

○上野委員長 政策推進課長。 

○笠原政策推進課長 歳出の部分につきまして

は、予算計上というものは特段しておりません。 

 以上でございます。 

○上野委員長 そのほか、質問。 

 神﨑委員。 

○神﨑委員 ナンバー４番です。４番の企画費の

中の負担金、補助及び交付金で１,３２３万円。

６６３万円増、前年よりなっているということ

で、七飯町地域公共交通活性化協議会の負担金が

９４万１,０００円、今年度増になっているとい

うことで、その内容が協議会事業費の増加が見込

まれるためということで、これはどのような事業

が増になっている、９４万１,０００円増の事業

なのか、その辺と、あとその下です。 

 地域間幹線系統他補助金ということで、これも

前年度より５６８万９,０００円の増ということ

になっているということで、下のほうには、課長

のほうから補助対象費の増加及び新規補助系統の

追加が見込まれるためということで、説明、前に

ちらっとあったのかなと思ったのですけれども、

金額的に高額になっているので、その辺の説明を

お願いしたいと思います。 

○上野委員長 政策推進課長。 

○笠原政策推進課長 まず、ナンバー４の負担金

の地域公共交通活性化協議会の負担金について、

事業費が増ということでございますけれども、昨

年度、公共交通ハンドブックというものを作りま

して、各バスですとかＪＲ、タクシーとかの路線

等をなるべく分かりやすく皆さんに使っていただ

こうということで、ハンドブックを作成しまし

た。令和７年度も、同じようなものをもうちょっ

と分かりやすくしながら作ってお配りしたいとい

うふうに考えておりますけれども、去年は、協議

会の負担金が、繰越金で７０万円ほどあったもの

ですから、それを活用して公共交通ハンドブック

を作成いたしました。今回も同じように、若干先

ほどの印刷単価的なものは上がるのですけれど

も、今回繰越金というのはもうこれで使ってし
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まったものですから、今回はその分と、あとプラ

ス７０万円の繰越分がなくなったのと、あとは単

価が若干上がっている、部数ももうちょっと多く

作ろうかなということもありまして、９４万１,

０００円の増ということになっております。 

 その下のほうの地域幹線系統他補助金でござい

ますけれども、今まで２路線について函バスに補

助をしておりましたけれども、今回、大沼公園・

鹿部線という２１０系統というものが、今まで

国・道の補助で全部賄っていたものが、今回、要

件から外れてしまいまして、道半分の残りを各市

町村で割って払うというものになったものですか

ら、この分で４００万円以上増えてしまったと。

そのほか、この２路線も、若干やはり赤字といい

ますか、そういうのもちょっと膨らんできたもの

ですから、こちらについても各市町村でもう

ちょっと負担しなければならないという状況で、

一番大きいのはこの大沼公園・鹿部線の２１０系

統というものを、新たに路線として増えて、その

分４００万円以上、上乗せになったということで

ございます。よろしくお願いします。 

○上野委員長 そのほか。 

 川村委員。 

○川村委員 ナンバー４の需用費、役務費、委託

料の大沼地区移動支援実証実験の委託料の部分な

のですけれども、今回、期間はいつからいつまで

の予定でいるのか、まずそこを１点教えてくださ

い。 

○上野委員長 政策推進課長。 

○笠原政策推進課長 この予算上、公共交通の特

別委員会でもお話しさせていただいているところ

なのですけれども、令和７年度、１年間の予算と

いうことで計上しています。その間に有料化する

ことも含めまして、来年度からは何らかの形で有

償運送にもっていきたいというふうに考えており

ますので、よろしくお願いいたします。 

○上野委員長 川村委員。 

○川村委員 今年度というのは、来年の３月３１

日までは実証実験でやるけれども、要は来年の４

月以降は本格的な形で運行するということでよろ

しいでしょうか。 

○上野委員長 政策推進課長。 

○笠原政策推進課長 委員の言うとおり、運行し

ていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○上野委員長 そのほか、質問。 

 池田委員。 

○池田委員 それでは、ナンバー３の男女平等参

画審議会委員報酬というところで、今この委員の

方々はこれは大事なことなのですけれども、何人

の方々が参加されているか、委員に連ねているか

ということが一つ。 

 それから、七飯町移住定住関係人口創出プロ

モーション事業委託料とありますけれども、七飯

としてはどういうことを考えて、プロモーション

の委託をさせているのか。ただ単にいつもやって

いるようにプロモーションビデオを作ってそれで

終わりですよということではなくて、七飯の考え

も入れた中のプロモーションを作るのだろうと思

うのですけれども、大枠でよろしいでございま

す。どういうことを考えて、こういうプロモー

ションをするのでしょうか。 

 以上です。 

○上野委員長 政策推進課長。 

○笠原政策推進課長 まず、ナンバー３の男女平

等参画審議会の委員ということでございますけれ

ども、これは１０名ということでございます。 

 もう一つは、委託料のプロモーション事業委託

料でございますけれども、広告をただ作るという

だけではなくて、やはり子育て世代だとか、ある

程度若い方々に移住してきていただきたいという

思いもございますので、先ほども御説明させてい

ただきましたけれども、そういう若い方々向けの

ＳＮＳ等の広告の発信ということをしながら、な

るべく子育て世代、若い方々に移住していただき

たいという思いで事業を進めているところでござ

います。 

 以上でございます。 

○上野委員長 そのほか、質問ありますか。 

 平松委員。 

○平松委員 １点だけ。ナンバー２、この委託料

の中に、総合計画等調査策定業務委託料というの

が、去年も今年も上がっているのですけれども、

毎年これだけのお金を払わないと駄目なものなの
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ですか。 

○上野委員長 政策推進課長。 

○笠原政策推進課長 これは、去年の予算時に債

務負担行為で２か年ということで取らせていただ

いておりまして、委託業務としては去年と今年で

終了ということでございます。 

 以上でございます。 

○上野委員長 平松委員。 

○平松委員 去年と今年の分で６４９万円ではな

いですよね。去年６３０万４,０００円で、今年

がまた６４９万円。要するに１,３００万円ぐら

いのお金が２か年で必要だったということです

か。 

○上野委員長 政策推進課長。 

○笠原政策推進課長 債務負担の設定の金額につ

いては予算上のものですので、本入札の結果、令

和６年度で５７２万円、令和７年で６４９万円、

２年間で１,２２１万円という委託料となってお

ります。 

 以上です。 

○上野委員長 そのほかありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○上野委員長 ないようですので、以上で、政策

推進課に対する審査を終了します。 

 政策推進課長、御苦労さまでした。 

 それでは、引き続き、税務課の審査を行いま

す。 

 税務課長、御苦労さまです。 

 早速ですが、予算書及び提出資料に基づき、説

明をお願いします。 

 税務課長。 

○佐藤税務課長 それでは、税務課所管分の令和

７年度予算の説明をさせていただきます。 

 まず、初めに歳入について、予算書にて説明い

たしますので、予算書の１４ページと１５ページ

をお開きください。 

 町税全体では、昨年度当初と比較しまして８,

０２０万５,０００円増額の２９億８,６０９万

４,０００円で計上しております。内訳の金額

は、現年度分、滞納繰越分を合わせて説明させて

いただきます。 

 １款１項１目町民税の個人は、昨年比２,４４

９万２,０００円増額の１０億７,８１２万円、２

目町民税の法人は、昨年比７,７６３万円増額の

１億６,５５７万６,０００円、個人と法人合わせ

まして、町民税の合計は１２億４,３６９万６,０

００円となっております。 

 次に、２項１目固定資産税は、土地、家屋、償

却資産と交付金を合わせまして、昨年比４,８３

５万５,０００円増額の１４億１,１５８万７,０

００円を計上しております。こちらは、令和６年

度最終調定見込みを基準に算出しております。 

 次に、３項軽自動車税は、１目種別割、２目環

境性能割を合わせまして、昨年比１４０万４,０

００円増額の９,９３７万８,０００円。 

 ４項たばこ税は、昨年比５０５万９,０００円

減額の２億１,４４３万３,０００円。 

 ５項入湯税は、昨年比３２５万円増額の１,７

００万円を計上しております。 

 簡単ではありますが、歳入の説明は以上でござ

います。 

 次に、歳出について、共通様式にて説明いたし

ます。 

 共通様式ナンバー１、事業予算名は税務総務費

です。３７９万２,０００円増額の１,３１４万

９,０００円を計上しております。主な増額理由

としましては、次のナンバー２にも関わります

が、令和６年度予算にて定額減税調整給付事業費

で計上していた事業の準備及び給付期間中の人件

費について、令和７年度は事業予算を変更し、こ

ちらの税務総務費に戻して計上しているため、大

きく増額となっております。その他は大きな増減

はなく、記載のとおりでございます。 

 次に、ナンバー２の定額減税不足額給付事業費

は、令和６年度に新規事業として予算計上した定

額減税調整給付事業に引き続く事業として、事業

名を変更してはおりますが、令和６年度中に令和

６年度の住民税の減税または不足分を給付し、所

得税については、令和６年分推計所得税額となる

令和５年分確定所得税額から減税し切れない分を

給付金としていましたが、令和７年度事業として

は、令和６年分所得税が確定いたしますので、最

終的に減税または給付し切れていない不足額を給

付するものです。 
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 支給対象人数が確定しておりませんが、システ

ム改修の委託業務を年度当初より実施するため、

推計対象人数を１,０００人として事務経費を計

上しており、昨年比１,０９３万９,０００円減額

の２９９万９,０００円としております。 

 次に、ナンバー３、賦課事務費です。昨年度比

１７０万５,０００円増額の１,２８２万５,００

０円を計上しております。大幅に増減となってい

る項目として、委託料については、令和６年度の

システム交換により導入した家屋評価システムの

導入業務委託料１２４万５,０００円の皆減。ま

た、同システムのリースと保守委託を一括で契約

することとし、予算節区分を使用料及び賃借料で

計上したため、委託料が減額となり、使用料及び

賃借料が増額となっております。 

 また、委託料では、単年度業務として、写真地

図作成業務委託料１９４万７,０００円を新規計

上しておりまして、こちらは５年ないし６年に一

度実施してきた家屋及び土地の状況を把握するた

めの家屋図及び都市計画現況図等を最新の状況に

修正するために、実際に飛行機を飛ばして航空写

真を撮影していた委託業務に代わるものとなりま

す。 

 事業の実施に当たりまして、多額の経費を抑え

た別な方法を検討しまして、今回は民間業者が令

和６年１１月に空中から撮影した写真を必要な部

分のみ図郭で購入し、その写真データを家屋図と

して取り込み修正する委託業務を実施したく予算

計上しております。 

 次に、ナンバー４、徴収事務費です。昨年度比

７９万４,０００円増額の７５２万２,０００円を

計上しております。役務費の手数料のうち、コン

ビニ払込手数料について、１件当たりの単価が２

２円増額となったため、８８万９,０００円の増

となっております。そのほかはおおむね例年どお

りで、記載のとおりでございます。 

 以上、簡単ではございますが、税務課所管分の

令和７年度予算説明とさせていただきます。御審

議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○上野委員長 ありがとうございました。 

 これより、質疑を行います。 

 平松委員。 

○平松委員 ナンバー３の委託料と使用料のとこ

ろで、昨年も聞いたのですけれども、ｅＬＴＡＸ

システムのことなのですが、まず３７万４,００

０円が今回の予算だということで、２６万円減っ

ていると。去年と同じ質問になりますけれども、

役場としてこのシステムをどういう形で使ってい

るのですか。国の仕組みとつながるために、料金

を払っているというふうに考えるのが一番いいの

ですかね。それと、その下のところで２８万４,

０００円また増えているのですけれども、この関

係の説明をお願いしたいと思います。 

○上野委員長 税務課長。 

○佐藤税務課長 まず、ｅＬＴＡＸが地方税ポー

タルシステムになりまして、地方税の申告、納

付、申請、届出などの手続を、インターネットを

利用して電子的に行うシステムのことになりま

す。全国の自治体が負担金を出し合って設立して

いる地方税共同機構というところがシステムの構

築をしまして、全国の自治体にそのシステムを使

わせているというものになるのですけれども、内

容としましては、地方税、法人町民税や町道民税

の特別徴収分など、地方税に係る申告、それから

いろいろな異動の届出とかを電子的に、町にその

システムを通じて直接電子届出ができるというシ

ステムなのと、あとは国税連携もしているので、

国税である所得税ですね、主に所得税なのですけ

れども、所得税の申告をインターネットだとか、

スマートフォンとかで申告した内容が、ｅＬＴＡ

Ｘの中の国税連携システムというところを通し

て、七飯町に申告データが入ってくるものになり

ます。 

 あと、もう一つの使い道として、町民納税義務

者の方が、今は税目は町道民税、固定資産税、軽

自動車税、令和６年度からは国民健康保険税も増

えたのですけれども、納付書についているＱＲ

コードを読み取ることで電子的に納付ができる仕

組みが、このｅＬＴＡＸの中にも入っていまし

て、飛ばして話してしまうのですけれども、共同

収納手数料負担金というのが、ＱＲコードで払っ

た分の１件当たり幾らというので払っている負担

金になりまして、そのほかの、上のほうの委託料

だとか使用料というのは、国からといいますか、
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地方税共同機構から全国の地方自治体に案分し

て、あなたのまちはこれだけ払ってくださいとい

う、もともとの算定した数値が毎年送られてきま

して、その分を払っているという形になります。

ですので、全国的に使っているシステムなのと、

全国の自治体が負担金を出し合って設立した地方

税共同機構がつくったシステムを使うために、ま

た使用料を払っているという感じになります。 

 以上です。 

○上野委員長 平松委員。 

○平松委員 そうすると、今年の利用料はこれだ

けですと、毎年来るわけですか。結構上がりまし

たけれども、来年もまた使えば、上がってくる可

能性があるということですかね。 

○上野委員長 税務課長。 

○佐藤税務課長 共同収納手数料の負担金と書い

てあるところの、令和７年度の予算ですと６６万

円になっているのですけれども、こちらの負担金

は、前年度、ＱＲコードで読み取って電子で納付

した件数の実績で負担金を支払っているので、国

から幾らですよという前もったものは来ていな

かったので、実績で各自治体で算出して、次の年

の予算に計上している形になりますけれども、そ

の上の委託料ですとか、あと使用料もそうですけ

れども、ｅＬＴＡＸシステム使用料は毎月の金額

が決まっておりますので、その単価も国から上が

れば上がったというふうに通知が来て、本当に負

担金はこの金額ですと言われた金額をそのまま払

うという形になるので、通知どおりに案分された

ものを支払っております。 

 以上です。 

○上野委員長 そのほか、質問ありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○上野委員長 ないようですので、以上で、税務

課に対する審査を終了いたします。 

 税務課長、御苦労さまでした。 

 暫時休憩いたします。 

午後 １時３６分 休憩 

────────────── 

午後 １時３７分 再開 

○上野委員長 委員会を再開いたします。 

 住民課長、御苦労さまです。 

 早速ですが、予算書及び提出資料に基づき、説

明をお願いします。 

 なお、国民健康保険特別会計、後期高齢者医療

特別会計についても、併せて説明をお願いしま

す。 

 住民課長。 

○福川住民課長 それでは、住民課所管分の新年

度予算につきまして、御説明を申し上げたいと思

います。 

 まず、一般会計につきまして、要求されており

ました共通様式に基づきまして、概要を御説明さ

せていただきます。 

 共通様式のナンバー１になります。事業予算名

は大沼出張所運営費で、本年度予算額は８０万

７,０００円、前年度に比べて４００万２,０００

円の減となってございます。内容については記載

のとおりでございますが、増減の理由といたしま

しては、内容欄の一番下、工事請負費、前年度に

行いました出張所の照明設備改修工事が終了した

ため減額となってございます。 

 続きまして、ナンバー２、事業予算名は大中山

出張所運営費で、本年度予算額は１２７万６,０

００円、内容につきましては、記載のとおりでご

ざいます。 

 ナンバー３、事業予算名は地域防犯等対策費

で、本年度予算額は３,７６７万３,０００円。内

容については、記載のとおりでございますが、本

年度は負担金、補助及び交付金のうち、外灯維持

費助成金、それから外灯新設改良助成金を増額し

て計上してございます。 

 続きまして、ナンバー４、事業予算名は交通安

全対策費で、本年度予算額は９５０万３,０００

円。内容につきましては、記載のとおりでござい

ます。 

 ナンバー５、事業名は交通安全指導車管理費

で、本年度予算額は７６万５,０００円、内容に

ついては、記載のとおりでございます。 

 続きまして、ナンバー６、事業予算名は戸籍住

民基本台帳費で、本年度予算額４,８６５万８,０

００円、前年度に比べて２,０３５万５,０００円

の増となってございます。内容については、記載

のとおりでございますが、新年度は、戸籍法の改
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正に基づき、戸籍の振り仮名通知等の作業がござ

います。これに関連する費用といたしまして、通

知書の郵便料、それから委託料の上段にございま

す通知書の作成業務委託料が増加となってござい

ます。 

 また、委託料の一番最後、戸籍情報システム標

準化委託料で、こちらは令和６年度からの債務負

担を設定していたことから、本年度その経費を

１,１８８万円計上してございます。 

 また、新年度につきましては、８月下旬から新

たな戸籍のネットワーク標準化に伴って、データ

センターを介して行うという仕組みに変わります

ので、それに伴う経費といたしまして、使用料及

び賃借料の一番下、戸籍総合システムクラウド等

利用料、こちらが１,９７６万６,０００円皆増と

なってございます。 

 続きまして、ナンバー７、国保年金事務費で、

本年度予算額は４万４,０００円。内容につきま

しては、記載のとおりでございます。 

 ナンバー８、事業予算名は国民健康保険特別会

計繰出金で、本年度予算額は３億８万６,０００

円。内容につきましては、記載のとおりでござい

ます。 

 ナンバー９、事業予算名は高齢者医療助成費

で、本年度予算額は６億３,４５８万６,０００

円。対前年度に比べまして２,３２８万６,０００

円の増。増減の主な理由といたしましては、後期

高齢者医療療養費給付費負担金、こちらが給付費

の増に伴いまして、２,７５６万４,０００円の増

の４億８,２８８万９,０００円を計上してござい

ます。 

 次に、ナンバー１０、事業予算名は障がい者医

療助成費で、本年度予算額は１億２,５１５万３,

０００円。内容につきましては、記載のとおりで

ございます。 

 次に、ナンバー１１です。事業予算名は児童手

当支給費で、本年度予算額は５億５,５７７万

円。増減につきましては、対前年度１億８,４８

９万６,０００円となってございまして、こちら

につきましては、令和６年１０月分からの児童手

当の拡充に伴いまして増額となってございます。 

 ナンバー１２、事業予算名は子ども医療助成費

で、本年度予算額は１億３,９００万７,０００円

です。内容につきましては、記載のとおりでござ

います。 

 次に、ナンバー１３、事業予算名はひとり親家

庭等医療助成費で、本年度予算額は４,６４９万

７,０００円で、内容につきましては、記載のと

おりでございます。 

 一般会計につきまして、御説明は以上のとおり

でございます。引き続き、特別会計の御説明を申

し上げたいと思います。 

 こちらにつきましては、予算書に基づきまして

御説明をさせていただきます。 

 それでは、令和７年度国民健康保険特別会計予

算につきまして、御説明を申し上げます。 

 国保１ページを御覧願います。 

 令和７年度の国民健康保険特別会計予算は、第

１条で、歳入歳出総額をそれぞれ３１億６,８２

０万円と定めるものでございます。前年度当初予

算と比較して、２,５８０万円の減額となってご

ざいます。 

 それでは、１４ページの歳出から御説明を申し

上げます。 

 １款総務費１項１目一般管理費は、事業名、一

般管理費国保事業で、主な増減は、郵便料の増、

国保情報集約システム負担金の減となっており、

その他は従来と大きな変更はございません。 

 事業名、国保事務職員人件費は、国保事務職員

４名の人件費を計上してございます。内容は記載

のとおりでございます。 

 ２項１目賦課徴収費で、賦課事務費及び徴収事

務費は記載のとおりの計上でございます。 

 １６ページをお開き願います。 

 ３項１目運営協議会費は、国保運営協議会に係

る経費で、記載のとおりの計上でございます。 

 ４項１目医療費適正化特別対策事業費は、医療

費の適正化に係る経費で、記載のとおりの計上と

なってございます。 

 ２目収納率向上特別対策事業費は、事業名、収

納率向上特別対策事業費、会計年度任用職員１名

分の人件費として、記載のとおりの計上でござい

ます。 

 事業名、国保公用車管理費は、公用車１台分の
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管理費として、記載のとおりの計上でございま

す。 

 続きまして、１８ページにかけまして、２款保

険給付費１項１目療養給付費は、被保険者数及び

過去の実績等を勘案し、記載のとおりの計上でご

ざいます。 

 ２目療養費、３目審査支払手数料は、実績を勘

案し、記載のとおりの計上でございます。 

 ２項１目高額療養費、２目高額介護合算療養費

は、実績を勘案し、記載のとおりの計上でござい

ます。 

 ３項１目移送費は、前年度と同額でございま

す。 

 ４項１目出産育児一時金、２目審査支払手数料

は、前年度と同額でございます。 

 ５項１目葬祭費は、前年度と同額でございま

す。 

 ６項１目傷病手当金は、実績を勘案し、記載の

とおりの計上となってございます。 

 続きまして、２０ページにかけまして、３款国

民健康保険事業費納付金１項１目一般被保険者医

療給付費分は、北海道の通知に基づき、記載のと

おりでございます。 

 ２項１目一般被保険者後期高齢者支援金等分

は、北海道の通知に基づき、記載のとおりでござ

います。 

 ３項１目介護納付金分は、北海道の通知に基づ

き、記載のとおりでございます。 

 ４款共同事業拠出金１項１目共同事業事務費拠

出金は、前年度と同額でございます。 

 ５款財政安定化基金拠出金１項１目財政安定化

基金拠出金は、前年度と同額でございます。 

 続きまして、２２ページにかけまして、６款保

健事業費１項１目保健衛生普及費は、各種健康診

査委託料など大きな変更はなく、記載のとおりで

ございます。 

 ２項１目特定健康診査等事業費は、特定健康診

査委託料など大きな変更はなく、記載のとおりで

ございます。 

 ７款公債費１項１目利子は、一時借入金利子１

３万円の増で、記載のとおりの計上でございま

す。 

 ８款諸支出金１項１目一般被保険者保険税還付

金、２目その他償還金は、前年度と同額で、記載

のとおりでございます。 

 ２項１目延滞金は、前年度と同額でございま

す。 

 続きまして、２４ページにかけまして、９款基

金積立金は、国民健康保険財政調整基金積立金と

して、前年度と同額で、記載のとおりの計上と

なってございます。 

 １０款予備費は、記載のとおりでございます。 

 以上までが歳出の御説明でございます。 

 次に、歳入でございます。国保８ページを御覧

願います。 

 １款国民健康保険税１項１目一般被保険者国民

健康保険税は、被保険者数減等により減少してお

り、記載のとおりの計上でございます。 

 ２款国庫支出金１項１目災害等臨時特例補助金

は、前年度と同額でございます。 

 ３款道支出金１項１目保険給付費等交付金は、

普通交付金及び特別交付金として、記載のとおり

でございます。 

 ２項１目財政安定化基金交付金は、前年度と同

額でございます。 

 ４款財産収入１項１目利子及び配当金は、財政

調整基金運用利子２４万９,０００円の増で、記

載のとおりでございます。 

 続きまして、１０ページにかけまして、５款繰

入金１項１目一般会計繰入金は、保険基盤安定繰

入金保険税軽減分から産前産後保険税繰入金ま

で、記載のとおりの計上でございます。 

 ２項１目国民健康保険財政調整基金繰入金は、

記載のとおりでございます。 

 ６款繰越金１項１目繰越金は、前年度と同額で

記載のとおりでございます。 

 ７款諸収入１項１目一般被保険者延滞金から３

目過料まで、２項１目一般被保険者第三者納付金

から３目雑入まで、それぞれ前年と同額でござい

ます。 

 以上で、令和７年度国民健康保険特別会計予算

の説明を終わります。 

 特別会計の最後、後期高齢者医療特別会計につ

いて、御説明を申し上げます。 



 － 31 － 

 後医の１ページを御覧願います。 

 令和７年度の後期高齢者医療特別会計予算は、

第１条で、歳入歳出総額がそれぞれ５億３,４４

０万円と定めるものでございます。前年度当初予

算と比較し、６７０万円の減額となります。 

 それでは、１２ページの歳出から御説明を申し

上げます。 

 １款総務費１項１目一般管理費、事業予算名、

一般管理費後期高齢者医療事業は、前年度と大き

な変更はなく、記載のとおりでございます。 

 ２項１目賦課徴収費、事業予算名、賦課徴収費

後期高齢者医療事業は、前年度と大きな変更はな

く、記載のとおりでございます。 

 ２款後期高齢者医療広域連合納付金１項１目後

期高齢者医療広域連合納付金、事業予算名、後期

高齢者医療広域連合納付金は、広域連合試算によ

り、前年度と比較して６６７万５,０００円の減

となってございます。 

 ３款諸支出金１項１目保険料還付金は、予算額

５０万円で、前年度と同額でございます。 

 ２目還付加算金は、予算額３０万円で、前年度

と同額でございます。 

 次は、１４ページをお開き願います。 

 ４款予備費１項１目予備費は、記載のとおりで

ございます。 

 歳出は以上でございます。 

 続きまして、歳入を御説明いたします。８ペー

ジをお開き願います。 

 １款後期高齢者医療保険料１項１目後期高齢者

医療保険料は、予算額３億７,４８０万円で、対

前年度２４２万２,０００円の減でございます。

主な増減は、特別徴収保険料が前年度に比べ２２

０万４,０００円の減、普通徴収保険料が２７万

９,０００円の減、滞納繰越分が６万１,０００円

の増でございます。 

 ２款繰入金１項１目事務費繰入金は、予算額

１,９４８万５,０００円で、対前年度３５０万

１,０００円の増でございます。 

 ２目保険基盤安定繰入金は、予算額１億３,２

２１万２,０００円で、前年度と比較して７７７

万９,０００円の減でございます。 

 ３款繰越金１項１目繰越金は、予算額７００万

円で、前年度と同様の予算計上でございます。 

 ４款諸収入１項１目延滞金及び２目過料は、予

算額それぞれ１,０００円で、前年度と同額でご

ざいます。 

 ２項償還金及び還付加算金１目保険料還付金

は、予算額５０万円で、前年度と同額でございま

す。 

 ２目還付加算金は、予算額３０万円で、前年度

と同額でございます。 

 ３項雑入１目雑入は、予算額が１,０００円

で、前年度と同額でございます。 

 以上で、令和７年度後期高齢者医療特別会計予

算の説明を終わります。よろしくお願いいたしま

す。 

○上野委員長 ありがとうございました。 

 これより、質疑を行いますが、質疑に関しまし

ては、住民課に関しましては、住民課の予算、そ

の次に、国民健康保険の特別会計の予算に関し

て、そして最後に、後期高齢者医療特別会計の予

算ということで順次進めてまいりますので、よろ

しくお願いいたします。 

 まず、住民課の予算について。 

 川村委員。 

○川村委員 一般のナンバー３の地域防犯等対策

事業実施のための中の使用料及び賃借料のリース

料が前年度と同額ということで、その下の負担

金、補助及び交付金で、一番下の外灯維持費の助

成金も増えて、外灯の新設も、何基なのか分かり

ませんけれども増えているのですけれども、この

増えた場合の上のリース料金とか変わらないもの

なのか、それとも、そもそも別なものなのか、そ

の辺を教えてください。 

○上野委員長 住民課長。 

○福川住民課長 まず、上のほうのリース料につ

きましては、委員御存じのとおり、１０年間にわ

たりまして、このような分割でリース料を支出し

ている形になってございます。この契約におい

て、予備というか、新設に対応するために、その

在庫分を利用してございますので、新設の場合

は、その枠をもって対応してございますので、金

額に変更が出ないという仕組みになってございま

す。 
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 以上です。 

○上野委員長 川村委員。 

○川村委員 今の１０年間の部分の中で、新規が

出た場合の、多分ＬＥＤなどで球が切れたりした

ら取り替えるとか、そういった部分は別途になる

という認識でいいのですかね。それとも、今、用

意すると言ったのですけれども、リース以外で対

応するということなのか、その辺を。 

○上野委員長 住民課長。 

○福川住民課長 御説明が至らなくて申し訳ござ

いません。 

 当初、このリース契約の中で、新設が見込まれ

ている部分がありましたので、その部分を含め

て、実際には設置はされていないのですけれど

も、それも含めてリースをしているという仕組み

になってございます。ですから、その枠の中で、

新設分に対応してございますので、その在庫があ

るうちは、このリース料には変更がないというこ

とです。このリース料の中に設置はされていませ

んが、その灯具について含めてリース契約をし

て、七飯町にリースアップされてくるということ

になりますので、その中で対応しているというこ

とでございます。 

○上野委員長 川村委員。 

○川村委員 例えば１０年間のうちに、例えば１

０基、２０基、３０基、新しいのが増えても、こ

のリースの金額で収まるという契約内容になって

いるということでよろしいですか。 

○上野委員長 住民課長。 

○福川住民課長 そのとおりでございます。あら

かじめ、設置はしていませんが、物も含めてそれ

をリース契約していますので、このリース期間が

終了するまでの間、その物で対応をするというこ

とで、リースの額には変更がないということでご

ざいます。 

○上野委員長 川村委員。 

○川村委員 ちなみに、今、契約の中での契約箇

所数というのか、本数というのかな、それと、今

その契約が始まってから、今日までの新しく設置

した数は分かりますか。 

○上野委員長 住民課長。 

○福川住民課長 手元に資料はないのですけれど

も、この新規を見込んでいる灯具の数につきまし

ては、５０基を含めてリース契約をしているとい

うことでございます。 

○上野委員長 そのほかの質問ありますか。 

 平松委員。 

○平松委員 ナンバー１０の中の扶助費ですが、

重度心身障がい者、これが９３１万５,０００円

増えているということなのですが、町内に住んで

いる方が障がい者になったのか、それとも障がい

者の方が七飯町に移ってきたのかという点と、何

人いらっしゃるのかという数字を教えていただき

たいのですけれども、この金額に該当する方の数

字を教えてください。 

○上野委員長 住民課長。 

○福川住民課長 こちらの扶助費の予算計上につ

きましては、過去５年間の伸び率、それから、今

現在把握できている実績、これらに基づきまし

て、その伸び率を掛けて扶助費を算出してござい

ますので、一応、今回の、人数ではないのです

が、件数といたしましては、おおむね月２,２２

５件を見込んで算出をしているということで御理

解を願います。 

○上野委員長 平松委員。 

○平松委員 件ということであれば、同じ人が月

に何回も該当したりするという、そういう件数と

いう意味なのですね。昨年は１億１,３００万円

くらいあったのですけれども、今年は去年よりも

増えているのですよね。だから増えるということ

は、誰かが障がい者になった、もしくは移ってき

たということで聞きたいのですよ。毎年そんなに

波があるという、治療の仕方が何か増えたりすれ

ば波が出てくるのでしょうけれども、そこのとこ

ろ、分かるデータが手元にあるのですかね。 

○上野委員長 住民課長。 

○福川住民課長 今、御質問にありましたとお

り、人ではなくて件数で把握をしているものであ

ります。 

 そして、今、御質問にもありましたとおり、こ

の重度の心身障がいに係る医療といいますか、こ

ちらはなかなか軽度になるというのが難しくて、

重度になってしまって医療費がかさんでしまうと

いうところがどうしても出てきます。ですから、
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できるだけ直近の実績に基づいて、このような推

計を基に計上をしているということで御理解をい

ただきたいと思います。 

 以上です。 

○上野委員長 そのほか、住民課の予算に関する

質問はありますか。 

 中川委員。 

○中川委員 ちょっと細かい話ですけれども、ナ

ンバー１の出張所の１と２です。出張所の旅費で

会計年度任用職員の出張旅費というのが二つ、ナ

ンバー１と２であるのですけれども、これは出張

費ということなので、何の出張なのかというの

と、ナンバー４の交通安全推進委員会補助金３８

０万円、前年度と同額ということですけれども、

今の推進委員会の現状とかそういうのを教えてい

ただきたいなと。 

○上野委員長 住民課長。 

○福川住民課長 まず、ナンバー１と２、両出張

所の旅費の部分ですが、どうしても出張所の窓口

の職員に、例えば急に休んだとか、それからいろ

いろな行事等で外さなければならないときに、窓

口のスタッフをやりくりするため、出張所それか

ら本庁舎から人員を行き来して窓口対応に当たっ

ている、その移動のための経費ということで、御

理解をいただきたいと思います。 

 それから、ナンバー４の交通安全推進委員会の

関係でございますが、まず大きなところで言いま

すと、どうしてもこの推進委員の方々が高齢化し

ていまして、それから成り手もなかなか見つから

ないというのが現状でございます。現在のところ

１９名の方、参加されているのですけれども、上

の方になりますと９０歳まで至っておりますの

で、こういったところで、活動も以前のように大

規模にやっていくというのは若干難しいところに

なっています。ただ、こちらにつきましては、広

報とかにも出していますけれども、ぜひ皆さんの

力をお貸しくださいということで、募集を重ねて

いるところでございます。しかし、人数は少なく

なりつつありますけれども、しっかり地域のニー

ズというものに応えていくように努力をしており

ます。特に交通安全の啓発、そういったものに多

大な御尽力をいただいているところでございます

ので、引き続き、この体制の維持、そういったも

のに努めていきたいと考えてございます。 

 以上です。 

○上野委員長 中川委員。 

○中川委員 交通安全は、なかなか人がいないと

いうことで大変だと思うのですけれども、そうい

う取組もなさっているということで理解いたしま

した。 

 あと、ナンバー１、２の出張費の旅費分という

ことで、職員の大沼出張所から、例えば大中山と

かに移ったときのということですね。これは、

６,０００円と７,０００円となっているので、金

額が違うのはどういった理由なのでしょうか。 

○上野委員長 住民課長。 

○福川住民課長 これは実は旅費の場所なのです

よね。大沼から、例えば本庁舎、本庁舎から大沼

と、例えば本庁舎から大中山とでは距離が違って

くるので、それとあとは見込まれる回数、そう

いったものを、過去の例を見ながらそれの回数に

基づいて積算しているので、距離に応じて若干の

違いがあるということで御理解願いたいと思いま

す。 

○上野委員長 住民課の予算に関する質問で、ま

だある方、手を挙げてください。まだあります

か。 

 休憩したいと思います。１０分ほど休憩します

ので、２５分まで休憩します。 

午後 ２時１０分 休憩 

────────────── 

午後 ２時２４分 再開 

○上野委員長 皆さんそろいましたので、委員会

を再開いたします。 

 住民課に対する質問、ありましたら。 

 川上委員。 

○川上委員 ナンバー１１の児童手当で、今回予

算計上しているのは５億５,５６４万５,０００

円、前回が３億７,０７６万円ということで、予

算的に見ますと、１.５倍の予算計上されていま

すけれども、子どもが５割増えたというのは考え

にくいのですけれども、この辺の内訳といいます

か、今回５割増しになった予算について説明して

いただければと思いますけれども、お願いしま
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す。 

○上野委員長 住民課長。 

○福川住民課長 こちらにつきましては、冒頭の

御説明で申し上げた児童手当制度の拡充によりま

して、このような金額が増額になっていると。そ

の内容といたしましては、児童手当の制度の拡充

の中身で、支給対象児童については、中学生から

高校生までに引上げとなった。それから、従来あ

りました所得制限につきまして、これを撤廃。そ

れから、手当の月額についても、第３子以降を１

万５,０００円から３万円に増額。こういったこ

とで、対象の範囲も増えて、それから支給額も増

えておりますので、このような形になってござい

ます。 

 ちなみに、新年度の児童手当につきましては、

延べ人数になりますが、４万２,６１０人を対象

として計上しているところでございます。 

 以上でございます。 

○上野委員長 川上委員。 

○川上委員 対象が中学校から高校までになった

とか所得制限がなくなって、人数が増えたのは４

万２,６１０人、かなりの人数が増えていると思

うのですけれども、これはまだ予算が通っていま

せんから、公に公表というのはちょっと難しいと

思うのですけれども、できれば、私の勉強不足か

もしれませんけれども、私も分からなかった児童

手当の上げ幅が大きかったというのと対象人数が

大きかったということですね。これ、できるだけ

早く対象の家庭に、予算が通ればお知らせしてい

かなければならないと思うのですけれども、４月

号の広報とかということで周知は間に合います

か。 

○上野委員長 住民課長。 

○福川住民課長 こちらの拡充につきましては、

実は令和６年１０月分から、今年度の途中から、

６年度の途中から適用されてございますので、も

う既に案内、それから周知につきましてはなされ

ているところでございますので、引き続き、こう

いった制度については、お知らせをしながら給付

に努めてまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○上野委員長 住民課の予算に関する質問、ほか

ありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○上野委員長 ないですね。分かりました。 

 それでは、次に、国民健康保険特別会計に関す

る質疑に入ります。 

 質問、ありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○上野委員長 では、次に、後期高齢者医療特別

会計についてはありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○上野委員長 ないようですので、これで住民課

に関する質疑を終わります。 

 以上で、住民課に関する審査を終了します。 

 住民課長、御苦労さまでした。 

 それでは、次に、福祉課についての質問に入っ

てまいります。 

 福祉課長、御苦労さまです。 

 早速ですが、予算書及び提出資料に基づいた説

明をお願いいたします。 

 なお、介護保険特別会計についても、併せて説

明をよろしくお願いいたします。 

 福祉課長。 

○谷口福祉課長 よろしくお願いいたします。 

 それでは、福祉課所管の予算案について説明さ

せていただきます。 

 説明は、資料要求されました共通様式にて御説

明申し上げます。 

 様式ナンバー１から説明をいたします。 

 ナンバー１、社会福祉総務費、本年度予算額

１,２７８万４,０００円。主な増減の理由とし

て、委託料、要援護者マップ保守管理委託料と、

次の使用料及び賃借料の要援護者マップシステム

借上料については、システム更新をしなくても役

場で導入しているシステムの活用等によって、今

後対応が可能ということで、システムの更新は行

わず、来年度については予算計上は行っておりま

せん。 

 次に、負担金、補助及び交付金の４段目、介護

人材地域定着奨励金については、介護人材の確保

を目的に令和６年度から事業を実施しております

が、令和７年度からは、新規就労奨励金を受けた

後も継続して同じ事業所に従事した場合に、継続
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就労奨励金として、１年ごとに１０万円を３年間

支給することとなるため、５０万円増額となって

おります。 

 また、次の扶助費の福祉灯油事業助成券購入費

については、令和６年度の決算見込みから対象世

帯数が増となることが見込まれるため、５０万円

増という形となっております。 

 次のナンバー２、地域福祉連携活動費は、本年

度予算額２,５３０万４,０００円でありまして、

社会福祉協議会への補助金並びに委託事業に関わ

る予算となっております。主な増減としては、委

託料の中の地域要援護者支え合い事業委託料にお

いて、メニューの一つであります一人暮らし高齢

者宅の除排雪活動、これをこれまで１世帯につき

１万円としておりましたが、令和７年度から１万

５,０００円ということで増額をすることに伴い

まして、７６万円増という形となっております。

このほか、委託料における地域貢献ポイント制度

委託料、また、次の負担金、補助及び交付金の社

会福祉協議会運営補助金については、人件費、事

務費の増ということで予算増額となっておりま

す。 

 それでは、次のページに移りまして、ナンバー

３、民生委員児童委員費は、本年度予算額６２１

万９,０００円となっております。主な増減の理

由としては、民生児童委員報酬について、現状の

委員数に応じて令和７年度は４３万円減額となっ

ております。 

 次のページに移りまして、ナンバー４、重層的

支援体制整備事業費は、本年度予算額５,６８７

万９,０００円となっております。主な増減の理

由としては、委託料のところの地域交流サロン委

託料については、人件費の増によって６７万９,

０００円の増。同様に、次の共助の基盤づくり事

業委託料についても８９万９,０００円の増とい

う形となっております。また、参加支援事業委託

料については、令和７年度から、ひきこもり状態

にある方の社会参加を支援する事業をぽぽろ館別

棟において実施することに伴いまして、１８７万

２,０００円の増という形となっております。 

 次のページに移りまして、ナンバー５、高齢者

支援事業費に移ります。予算額については、１億

５９４万９,０００円となっております。主な増

減の理由として、負担金、補助及び交付金の特殊

詐欺等防止対策機器購入費補助金について、新規

事業として詐欺などの悪質な電話を予防、抑止す

る効果が期待できる電話機等の購入に要する費用

の一部として、上限を１万円とし、購入費の２分

の１を補助する事業として、事業の対象者を町内

に住所を有する６５歳以上のみの世帯として、補

助対象世帯数２０世帯を見込んで、令和７年度２

７万円を予算計上しております。補助の対象経費

については、町内に店舗を有する業者が販売する

補助対象機器に関わる購入費、またその設置に直

接要する費用の合計額となっております。 

 なお、同様の補助金を北斗市が令和元年７月か

ら、あと木古内町が令和５年４月から、函館市が

令和５年７月から実施しておりまして、函館中央

警察署からの要望というか、それもありまして、

七飯町でも実施していただきたいということで、

令和７年度、予算化しているものでございます。 

 次に、ナンバー６に移ります。介護保険特別会

計繰出金については、予算額４億２,６８５万７,

０００円として、主な増減の理由としては、保険

料段階１段階から３段階に該当する方の低所得者

の保険料軽減割合の改定並びに介護給付費等の減

額が見込まれることによって１,５００万８,００

０円の減額となっております。 

 次のページに移りまして、ナンバー７、障がい

者福祉費については、予算額１１億９,５７６万

６,０００円で、主な増減の理由としましては、

扶助費のところについて、自立支援医療費につい

ては、令和６年度から８.３％増の８６０万円

増、介護給付費等については６,０８３万６,００

０円、補装具費については３６０万円、障がい児

通所給付費については３,４４７万４,０００円、

対象者数が増えることにより増額を見込んで予算

計上をしているところでございます。 

 次のページに移りまして、ナンバー８、障がい

者介護審査会費は、予算額１０４万６,０００円

で、例年と大きな変更はなく、記載のとおりでご

ざいます。 

 ナンバー９、地域生活支援事業費については、

予算額１,９９５万３,０００円で、例年と大きな
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変更はなく、記載のとおりでございます。 

 次に、ナンバー１０、社会福祉施設指定管理費

については、委託料において、さくら共同作業所

の指定管理料が指定管理業務が終了となったこと

に伴いまして、３６５万３,０００円減額となっ

ております。 

 次に、ナンバー１１、災害救助費については、

予算額３６万円で、例年と大きな変更はなく、記

載のとおりでございます。 

 引き続き、介護保険特別会計について、予算書

を用いて説明をさせていただきます。 

 介保１ページを御覧ください。 

 初めに、第１条として、保険事業勘定歳入歳出

予算総額を歳入歳出それぞれ２９億５,９７１万

９,０００円と定めるものでございます。 

 次に、第３条として、介護サービス事業勘定歳

入歳出予算総額を歳入歳出それぞれ１,１９８万

１,０００円と定めるものでございます。 

 次に、介保５ページの歳入歳出予算事項別明細

書を御覧ください。 

 歳入は、保険料から諸収入までの合計額は２９

億５,９７１万９,０００円で、前年より２,１４

９万５,０００円減となっております。主な理由

としましては、保険給付費等の減に伴う国庫支出

金、２号被保険者負担分の支払基金交付金、道支

出金、町負担分の繰入金が減額となることによる

ものでございます。 

 次のページに移りまして、歳出になります。合

計は歳入と同額の２９億５,９７１万９,０００円

で、前年より２,１４９万５,０００円減となって

おります。主な理由としましては、２款保険給付

費において、前年度より２,０７３万４,０００円

減額となっていることによるものでございます。 

 それでは、詳細について、保険事業勘定の歳出

から説明をいたします。 

 介保１６ページを御覧願います。 

 １款総務費１項１目一般管理費、一般管理費保

険事業勘定は１千円を増額し、２１３万４,００

０円でございます。主な理由として、８節旅費に

おいて、一般職旅費の改定によるものでございま

す。 

 次に、２項１目賦課徴収費、賦課徴収費介護保

険は、１１節役務費で令和６年度の執行状況か

ら、口座振替並びにコンビニ支払手数料の増とな

ることが見込まれることにより、１２万７,００

０円増額し５０万２,０００円。 

 次に、３項１目介護認定審査会費は、１８節負

担金、補助及び交付金の北斗市と共同設置してい

る南渡島介護認定審査会共同設置負担金におい

て、事務費が増となることにより８万５,０００

円増額し４５６万４,０００円。 

 次に、３項２目認定調査費は、令和６年度の執

行状況から、１１節役務費の主治医意見書作成手

数料、１２節委託料の訪問調査委託料が減となる

ことが見込まれることにより、８０万９,０００

円減の１,１３８万２,０００円。 

 次に、２款保険給付費１項１目介護サービス等

諸費は、令和６年度の給付状況から、１２万３,

０００円減の２５億８,９６６万３,０００円。 

 １８ページに移りまして、２項１目介護予防

サービス等諸費は、令和６年度の給付状況から住

宅改修、訪問リハビリ等の給付費の増額が見込ま

れることにより、３０３万４,０００円増の８,７

０８万３,０００円。 

 次に、３項１目審査支払手数料の審査支払手数

料介護保険事業は、令和６年度の執行状況から１

７万７,０００円増の２６６万７,０００円。 

 次に、４項１目高額介護サービス等費は該当と

なる短期入所や介護老人福祉施設の利用者が減少

していることにより、２７７万円減の７,１７３

万円。 

 次に、５項１目高額医療合算介護サービス等費

についても同様に、７５万８,０００円減の８３

４万２,０００円。 

 次のページに移りまして、６項１目特定入所者

介護サービス等費についても同様に、２,０２９

万４,０００円減の６,４５５万１,０００円。 

 次に、３款地域支援事業費１項１目介護予防・

生活支援サービス事業費は、１８節負担金、補助

及び交付金の介護予防・生活支援サービス事業費

において、令和６年度の給付状況から訪問型サー

ビス、通所サービスの給付費の減額が見込まれる

ことにより、１目合計で９３万４,０００円減の

６,４７０万円。 
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 次に、２目一般介護予防事業費１２節委託料の

高齢者生活支援サポート事業委託料において、活

動するボランティアへの奨励金の支給を行うこと

により、２５万８,０００円増の４８３万３,００

０円。 

 次に、３目包括的支援及び任意事業費は、２３

ページの１２節委託料において、介護給付費適正

化事業に基づき、介護支援専門員が作成するケア

プランの点検業務を委託するなど、事業費の増の

ほか、認知症支援事務職員人件費の増により、３

目合計で、１３６万６,０００円増の２,６６７万

９,０００円。 

 ２２ページに移りまして、４目その他諸費は、

１１節役務費の審査支払手数料の増が見込まれる

ことにより、１万２,０００円増の２０万７,００

０円。 

 次に、４款保健福祉事業費は、令和６年度の執

行状況から、１７万７,０００円減の４１万４,０

００円。 

 ２４ページに移りまして、５款基金積立金は、

前年度同額の１万円。 

 ６款公債費は、前年度と同額の１０万円を計上

しております。 

 ７款諸支出金１項償還金及び還付加算金は、前

年度と同額の５１万円。 

 ２項１目繰出金は、一般会計への繰出金とし

て、６７万２,０００円減の１,４３０万４,００

０円。 

 次に、８款予備費は、収支調整分として１万

８,０００円減の１５７万４,０００円。 

 歳出は、以上でございます。 

 次に、歳入に移ります。介保８ページを御覧願

います。 

 それでは、１款保険料１項１目第１号被保険者

保険料は、２００万円減の５億９,７００万円。 

 次に、２款使用料及び手数料１項１目督促手数

料は、前年度同額の１,０００円。 

 次に、３款国庫支出金１項１目介護給付費負担

金は、３９９万６,０００円減の５億１,１５１万

５,０００円。 

 次に、２項１目調整交付金は、１２２万２,０

００円減の１億６,６６１万８,０００円。 

 次に、２目地域支援事業交付金は、３６０万円

増の２,８６４万７,０００円。 

 次に、３目保険者機能強化推進交付金、次の４

目保険者努力支援交付金は、前年度同額の１００

万円。 

 次に、４款支払基金交付金１項１目介護給付費

交付金は、５５９万８,０００円減の７億６,２４

９万９,０００円。 

 次に、２目地域支援事業支援交付金は、２万

８,０００円減の２,２７５万１,０００円。 

 次に、５款道支出金１項１目介護給付費負担金

は、２７４万２,０００円減の４億６３１万５,０

００円。 

 次のページに移りまして、２項１目地域支援事

業交付金は、１８万円増の１,４３２万２,０００

円。 

 ２目介護サービス利用者負担軽減事業費補助金

は、１３万３,０００円減の３１万円。 

 次に、６款財産収入は、介護保険財政調整基金

運用利子として、前年度同額の１万円。 

 次に、７款繰入金１項１目介護給付費繰入金

は、２５９万２,０００円減の３億５,３００万

４,０００円。 

 次に、２目地域支援事業繰入金は、１８万円増

の１,４３２万２,０００円。 

 次に、３目その他繰入金は、１,２５９万６,０

００円減の５,９５３万１,０００円。 

 次に、２項１目介護保険財政調整基金繰入金

は、８６９万２,０００円増の１,８８０万４,０

００円。 

 次に、８款繰越金、前年度繰越金は、前年度同

額の２００万円。 

 次に、９款諸収入１項１目第１号被保険者介護

保険料延滞金は、前年度同額の１万円。 

 次に、２目過料は、前年度同額の１万円。 

 次に、２項１目第三者納付金は、前年度同額の

１万円。 

 次に、２目返納金は、前年度同額の１万円。 

 次に、３目雑入は、前年度同額の３万円でござ

います。 

 以上で、介護保険特別会計の保険事業勘定の説

明を終わらせていただきます。 
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 続きまして、介護サービス事業勘定に移らせて

いただきます。 

 介保３０ページの、歳入歳出予算事項別明細書

を御覧ください。 

 歳入は、サービス収入及び諸収入の合計が１９

万５,０００円増の１,１９８万１,０００円でご

ざいます。地域包括支援センターを実施する介護

サービス計画を増額するものでございます。 

 次のページの歳出でございますが、総務費から

予備費までの合計は、歳入と同額の１,１９８万

１,０００円でございます。 

 それでは、介護サービス事業勘定の歳出の詳細

について説明をさせていただきます。 

 介保３８ページを御覧ください。 

 １款総務費１項１目一般管理費は、前年度同額

の１万円。 

 ２款諸支出金は、一般会計繰出金として１９万

５,０００円増の１,１９６万１,０００円。 

 ３款予備費は、前年度同額の１万円でございま

す。 

 次に、歳入に移ります。介保３４ページを御覧

ください。 

 １款サービス収入１項１目介護予防サービス計

画費収入は、１９万５,０００円増の１,１９８万

円でございます。 

 ２款諸収入１項１目雑入は、前年度同額の１,

０００円でございます。 

 以上で、福祉課所管に関する予算説明を終わら

せていただきます。御審査のほどよろしくお願い

いたします。 

○上野委員長 ありがとうございました。 

 これより、質疑に入りますが、最初に福祉課の

予算に関して、２番目に介護保険特別会計の予算

についての質疑、最後に介護サービス勘定の予算

についての質疑ということで進めてまいりますの

で、よろしくお願いいたします。 

 それでは、最初に福祉課の予算についての質問

を受けてまいります。 

 江口委員。 

○江口委員 何個か確認します。 

 まず、１番の福祉灯油事業助成券購入費、昨年

５００万円、今年５５０万円、１件多分５,００

０円だと思うのですけれども、対象者は全体で何

名いて、何％、来られているかということを確認

させてください。 

 もう一つが、ナンバー５番の高齢者安心な暮ら

しのところにある緊急通報装置修繕料、これ、ご

めんなさい、分からなかったので、緊急通報装置

というのはどのようなものかということと、これ

多分修繕件数減によりということであって、何件

の、世帯だと思うのですけれども、使っている

か。あと、減になっている理由を確認したかった

です。 

 あと、特殊詐欺等防止対策機器購入費補助金、

新規事業になっていると思うのですけれども、こ

れは確認なのですけれども、どのようなものか。

電話機に入っているものなのかなということと、

ナンバー９の障がい者福祉の推進にある遠隔手話

サービス事業委託料、これは昨年と同様ですと書

いてあるのですけれども、中身が分からなかった

もので、どのような業務内容かということの確認

です。 

 以上です。 

○上野委員長 福祉課長。 

○谷口福祉課長 それでは御質問にお答えしてい

きます。 

 まず、福祉灯油の関係でございます。今年度の

対象人数というか世帯になるのですけれども、世

帯数に関しては、いろいろと要件が、非課税世帯

ですとか、あと高齢者世帯、障がい者世帯、あと

ひとり親世帯ということで、正確に、以前も答弁

させていただいたのですが、世帯の中に、世帯分

離していたりとかということで、どうしても絞り

切れない部分はあるのですが、本年度見込んでい

たところとしては１,９６１世帯という形となっ

ております。現在、３月３日時点の申請件数とい

う形になりますが、１,０９１世帯から申請をい

ただいている状況でございます。 

 次の緊急通報システムの修繕料ですね。緊急通

報装置修繕料については、まず、緊急通報装置と

いうものが、既存の電話機のボタンを押したら、

札幌のコールセンターみたいな、高齢者健康づく

り財団というところがありまして、そちらの２４

時間対応できるところに、その緊急の通報の連絡
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が行きまして、いろいろと消防に連絡する、もし

くは協力員、あらかじめ登録している方に、そち

らから連絡を入れて、高齢者の方へ様子を見に

行ってもらうというような流れになっておりま

す。こちらの修繕料については、緊急通報装置の

ボタンを押す以外に、ガスセンサーということ

で、ガス漏れを感知するようなものも併せて、こ

ちらから緊急通報装置ということでお貸ししてい

るものがあるのですけれども、そちらのガスセン

サーの部分の定期的な修繕が必要となるのです

が、令和７年度については、ガスセンサーの修繕

については、１件減というような形で見込んで２

万４,０００円減という形で、予算計上をさせて

いただいているところでございます。今、緊急通

報装置、設置している世帯、人数については１７

名という形となっております。 

 あと、特殊詐欺の機器に関してでございますけ

れども、こちらは、着信音が鳴ると、よくあると

思うのですが、警告のメッセージが流れて、通話

内容を自動的に録音できるような機器がございま

す。こちらの購入費を助成する、補助する形で考

えております。販売価格については、電話機に

よってもあるのですけれども、ファクス機能がつ

いたタイプですと、大体２万円ぐらいというふう

に伺っております。迷惑防止のアナウンスが流れ

るだけの機能がついたタイプでは、１万円から１

万５,０００円という形で販売しているものでご

ざいます。 

 遠隔手話の関係、遠隔手話サービス事業委託料

ということで、こちらは、公共施設にタブレット

端末を置いておりまして、インターネットを介し

て、北海道聴覚障がい者情報センターに常駐する

手話通訳者が行う手話通訳を提供する業務になり

ます。ですので、そのタブレット端末の画像を通

して、お互いに通訳をしていただくような形の業

務になっております。一応、この部分について

は、委託先については、北海道ろうあ連盟、基本

料金としては、１０時間まで４万１,０００円と

いう形の金額となっております。 

 以上です。 

○上野委員長 江口委員。 

○江口委員 福祉灯油事業の件でもう一度確認し

ます。 

 １,９６１世帯うち１,０９１世帯でよろしかっ

たのですよね。残り約８５０世帯は申請に来な

かったということで、よかったのかな。 

 あと、申請方法なのですけれども、庁舎に足を

運んでやるのか、もしくは郵送のみでも対応でき

るのかということの確認をしたかったです。これ

がまず一つ。 

 緊急通報装置に関しては、説明ありがとうござ

います。今１７名ということですものね。この緊

急通報装置を使う年齢とか、そういう制限とかが

あるのかなとは思っていたのですけれども、これ

多分独居か何かだとは思うのですけれども、その

確認を一つと、この特殊詐欺等防止、これは電話

機に入るタイプのものなのですけれども、最大１

万円という補助金が出るということで、これは、

例えば２万円台の電話機であれば１万円支給して

くださるという解釈でいいのかということです

ね。 

 遠隔手話サービスなのですが、確認をもう一回

するのですけれども、これはどのような状況で使

われるか。公共でというふうに聞いていたのです

けれども、何かの説明会とか、そういう類いのも

のなのか。それとも、役所に来てくれた方に対し

て対応するやり方なのか。１０時間と聞いた中で

は多分何かの集まりのときに手話通訳をしてくだ

さるかと思うのですけれども、それについて。 

○上野委員長 福祉課長。 

○谷口福祉課長 それでは、お答えいたします。 

 まず、福祉灯油の関係でございます。昨年、決

算特別委員会で御指摘もありまして、今回、事業

が１１月からスタートしております。例年１１月

スタートで結構な人数の方が申請をしていただく

のですが、今年度からは、１月末時点で、まだ申

請に来られていない対象世帯に対して、こちら

で、対象と思われる世帯に対して通知をさせてい

ただいております。その通知件数は６７４世帯と

なっております。その上で、今現在で１,０９１

世帯から申請をいただいているという状況でござ

います。 

 郵送についても可能でございます。この辺りも

周知を図っていきながら、より申請をしやすい形
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で、福祉灯油の事業を進めていきたいと考えてい

るところでございます。 

 特殊詐欺の機器に関しては、最大１万円ですの

で、例えば２万円の機器を購入したとしても最大

１万円、１万円の機器を購入した場合について

は、２分の１となりますので５,０００円という

形で補助をさせていただくことになります。 

 あと、遠隔手話の関係なのですけれども、今現

状においては役場、あと出張所で考えているので

すけれども、万が一、手話を介してコミュニケー

ションが必要な方が相談に来られた際に対応する

ための部分になっております。役場の職員だけで

は、なかなか筆談等で会話が難しい場合には、イ

ンターネットを介してコミュニケーションを図れ

るような準備をしているところでございます。 

 あと、もう１点。緊急通報の対象者について

は、６５歳以上の世帯で要介護認定を受けた一人

暮らしの方、あともしくは高齢夫婦の方ですと

か、あと身体障害者手帳をお持ちの方ということ

になります。 

 以上でございます。 

○上野委員長 そのほか、質問ありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○上野委員長 ないようでしたら、次、介護保険

特別会計の質問を受けてまいります。 

 質問ありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○上野委員長 それでは、最後に介護サービスの

勘定の質問を受けてまいります。 

 ありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○上野委員長 ないようですので、以上で、福祉

課に対する審査を終わりたいと思います。 

 福祉課長、御苦労さまでした。 

 暫時休憩いたします。 

午後 ３時０３分 休憩 

────────────── 

午後 ３時０４分 再開 

○上野委員長 それでは、委員会を再開いたしま

す。 

 お諮りいたします。 

 本日は、これをもって終了したいと存じます

が、これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○上野委員長 ないようですので、本日はこれを

もって委員会を終了したいと思います。 

午後 ３時０４分 休憩 

────────────── 

午後 ３時０５分 再開 

○上野委員長 それでは、委員会を再開いたしま

す。 

 田村委員。 

○田村委員 農林水産課のナンバー３の新規就農

者支援事業補助金６０万円、これの要項。６年度

では減額補正しているのですよね、６０万円。今

回また引き続き上がってきているものですが、こ

れの要項があれば出してもらいたいです。 

○上野委員長 そのほか、資料要求ありました

ら。ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○上野委員長 ないようですので、それでは、今

日の委員会はこれで終了させていただきます。 

 御苦労さまでした。 

午後 ３時０６分 延会 
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